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開会 午前１０時００分 

○議長（阿部 寛治） おはようございます。 

  本日は全員出席で、開議は成立いたします。 

  なお、執行部では、松田副町長が病気療養にて欠席いたしております。 

  また、本日は、新型コロナウイルス感染症予防のために、換気に留意するため、

窓・出入口のドアを開け放ったまま会議を進行いたします。 

  ただいまから、令和２年第３回篠栗町議会定例会を開会いたします。 

  本日の日程は、タブレットに掲載の議事日程のとおりでございます。 

  なお、常任委員会の閉会中の調査結果は、タブレットにメールで送信したとおり

でございます。 

  それでは、これより日程に従い、議事を進めます。 

  日程第１、「会議録署名議員の指名」を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定により、議長において、 

１番、藤木高裕議員、２番、横山和輝議員を指名いたします。 

  日程第２、「会期の決定の件」を議題といたします。 

  お諮りいたします。 

  本定例会の会期は、本日から９月１１日までの１０日間にしたいと思います。 

  これに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（阿部 寛治） 異議なしと認めます。 

  従いまして、会期は、本日から９月１１日までの１０日間に決定いたしました。 

  日程第３、「議案の上程」をいたします。 

  本定例会に提出されております議案は、議案第５９号から議案第８３号までの計

２５議案でございます。 

  それでは、議案第５９号から議案第８３号までを一括議題とします。 

  町長に一括して、提案理由の説明を求めます。 

  三浦町長。 

○町長（三浦 正） おはようございます。 

  本日、令和２年第３回定例会を招集いたしましたところ、公私ともご多忙の中、

ご出席賜り誠にありがとうございました。 

  ただいま議長のお話にもありました通り、松田副町長が現在病気療養中で、病と

闘っております。早期に快復し、復帰していただくことを願ってやみません。 
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  今年も各地で豪雨災害が発生いたしました。 

  篠栗町におきましても、７月６日、９日に大雨警報が発令され、状況を見ながら

災害準備本部、警戒本部を設置して備えましたが、大事には至りませんでした。 

  改めて、令和２年７月豪雨災害でお亡くなりになられた皆様に心から哀悼の意を

表しますとともに、被災された皆様にお見舞いを申し上げます。 

  福岡県町村会では、福岡県、福岡県市長会とともに、大牟田市への職員派遣を交

代で行っておりまして、篠栗町では、８月１１日から１７日まで、罹災証明発行支

援のため職員を派遣したところでございます。今後も、必要に応じて対応すること

を申し合わせております。 

  ９月に入っての大型台風の接近が心配されますが、警戒態勢を怠ることなく対応

をいたします。 

  次に、新型コロナ関連について申し上げます。新聞報道で既にご承知のとおり、

糟屋郡での感染者数は、昨日現在で２３４人となっており、依然として連日数名の

感染者が出ている状況でございます。しかしながら、日本全体、また福岡県を見て

みますと、新規感染者数は減少傾向にあり、それぞれの立場での努力が功を奏して

いるという状況でございます。 

  篠栗町におきましても、今後とも各方面への協力要請をしっかりと行いながら、

感染拡大防止に向けた努力を継続してまいりたいと考えております。 

  そうした中で、敢えて病院名を挙げて申し上げますが、心配しておりますのは、

福岡青洲会病院で大規模なクラスターが発生した件でございます。福岡青洲会病院

は、新型コロナ禍がスタートして早い時期に発熱外来を設置し、福岡県の要請に基

づいてＰＣＲ検査をおこなっていただいておりましたが、今回このような事態が発

生しました。懸念されるのは、粕屋南部消防本部の救急搬送先として、大変重要な

役目を果たしていただいている福岡青洲会病院が、現在診療できない状況にある点

でございます。糟屋郡町長会では、現在、福岡青洲会病院をはじめ、院内クラスタ

ーが発生した医療機関等への様々な支援を呼びかけるべく協議を進めているところ

でございます。地域医療崩壊という最悪の事態を避けるため、発信してまいりたい

と考えております。 

  現在の篠栗町の感染状況、支援策の状況等については、今定例会期間中に別途ご

報告申し上げます。 

  例年であれば、９月以降開催しておりました、高齢者の集い、敬老会、小学校・

幼稚園等や各区での運動会、金婚式、文化祭、ささリンピックなど、町民の皆様が
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楽しみにしていただいている交流の場としての行事を軒並み中止にせざるを得ない

状況でございますが、皆様ともうしばらく辛抱いたしましょう。 

  来年の成人式は、どのような形式にするにせよ必ず開催し、新成人を祝おうと準

備を進めております。よろしくお願いいたします。 

  安倍総理大臣が８月２８日に辞意を表明されました。これまで、「アベノミク

ス」実現のための「３本の矢」をはじめとする諸施策、「地方創生」「一億総活躍

社会の実現」等、全国津々浦々の地域が勢いを取り戻すようにと、地方のために

様々な取り組みをしてこられましたことに感謝申し上げます。 

  ここ数日間で国内の政局は、にわかに賑やかになりました。次期総理大臣がどの

方になるにせよ、これまで国が進めてきた「地方創生 まち・ひと・しごと創生総

合戦略」が継続され、地方のための政治が更に推し進められることを期待しており

ます。 

  最後になりますが、本定例会は、私にとりまして任期最後の議会でございます。

この４年間の任期中、懸案でありました財政力指数の向上、経常収支比率の改善に

ついては、道半ばと言わざるを得ません。しかしながら、篠栗町は大きく動き始め

ております。多少のタイムラグがあり、４年前に掲げた篠栗北地区産業団地開発等、

所期の目標を達成するには今しばらく時間がかかりますが、本年度からの第２期

「篠栗町まち・ひと・しごと創生総合戦略」の実践で、必ずや福岡県を代表する町

となることを信じて止みません。 

  今後とも議会の皆様におかれましては、ご指導、ご協力を賜りますよう何とぞよ

ろしくお願いいたします。 

  それでは、本定例会に提案しております議案第５９号から議案第８３号までの２

５号議案について説明をいたします。 

  議案第５９号は、「専決処分の承認を求めることについて（専決第７号）」であ

ります。 

  当該補正予算は、令和２年度篠栗町一般会計補正予算について専決処分をしたの

で、議会の承認を求めるものでございます。 

  内容は、令和２年７月６日から７日にかけて発生した豪雨災害の復旧のため、災

害による被災箇所の早期復旧を行うため、復旧に係る設計委託料及び工事費用を予

算計上するもので、当該予算の総額に歳入歳出それぞれ１,３４８万５,０００円を

追加し、予算総額を歳入歳出それぞれ１３５億５,５３１万５,０００円とするもの

であります。 
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  議案第６０号は、「篠栗町固定資産評価審査委員会委員の選任について」であり

ます。 

  本議案は、現委員であります萩尾勝男氏が、本年９月３０日をもって任期満了と

なるため、後任として新たに小林知生氏を委員に選任することについて、地方税法

第４２３条第３項の規定により、議会の同意を求めるものであります。 

  議案第６１号は、「人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて」であ

ります。 

  本議案は、人権擁護委員、郡嶋正弘氏が本年１２月３１日をもって任期満了とな

るため、再任の候補者として法務大臣に推薦することについて、人権擁護委員法第

６条第３項の規定により、議会の意見を求めるものであります。 

○議長（阿部 寛治） 町長、マスクが大変苦しいと思いますので、ソーシャルディ

スタンスは十分とれていますから、マスクを外して結構です。 

○町長（三浦 正） 失礼いたします。 

議案第６２号は、「篠栗町教育委員会委員の任命について」であります。 

  本議案は、教育委員、林巌氏が本年９月３０日をもって任期満了となるため、後

任として、新たに藤俊広氏を教育委員に任命することについて、地方教育行政の組

織及び運営に関する法律第４条第２項の規定により、議会の同意を求めるものであ

ります。 

  議案第６３号は、「篠栗町長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の制定に

ついて」であります。 

  本議案は、地方自治法等の一部を改正する法律の施行に伴い、町長等の損害賠償

責任の額を規定するために、本条例を制定するものであります。 

  制定の主な内容は、町長若しくは委員会の委員若しくは委員又は町職員の町に対

する損害を賠償する責任を、町長等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がな

いときは、町長等が賠償の責任を負う額から、職責その他の事情を考慮して政令で

定める基準を参酌して、本条例で定める額を控除して得た額について免れさせる旨

を定めるものであります。 

  議案第６４号は、「住居表示の実施に伴う関係条例の整理に関する条例の制定に

ついて」であります。 

  本議案は、住居表示の実施に伴い、関係条例について所要の規定を整備するため、

本条例を制定するものであります。 

  制定の主な内容は、実施区域内で変更となる住所について、改正を行うものであ
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ります。 

  議案第６５号は、「篠栗町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の

一部を改正する条例の制定について」であります。 

  本議案は、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行により、令

和２年４月１日から導入された会計年度任用職員制度について、条文中における引

用条の修正及び定義の明確化を図るため、本条例の一部を改正するものであります。 

  改正の主な内容は、会計年度任用職員には想定されない特殊勤務手当の削除、フ

ルタイム会計年度任用職員の給料の支給に関する定義の明確化等について、改正を

行うものであります。 

  議案第６６号は、「篠栗町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例の制定について」であります。 

  本議案は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係

法律の整備に関する法律が施行され、市町村が条例で基準を定めるに当たっては、

事業に従事する者及びその員数を含む全ての事項について、従うべき基準から参酌

する基準に見直されることとなったことに伴い施行された、放課後児童健全育成事

業の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令に基づき、放課後児童支援員

の規定に関し、実情を踏まえ見直しを行うため、本条例の一部を改正するものであ

ります。 

  改正の主な内容は、放課後児童支援員の数に関する規定及び職員に関する経過措

置について改正を行うものであります。 

  議案第６７号は、「篠栗町放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例の制定に

ついて」であります。 

  本議案は、入所及び保護者負担金に関する規定を、篠栗町放課後児童クラブ条例

施行規則から削除し、条例の規定として定めるため、本条例の一部を改正するもの

であります。 

  改正の主な内容は、入所に関する規定及び保護者負担金に関する規定を追加する

ものであります。 

  議案第６８号は、「篠栗町児童館設置条例の一部を改正する条例の制定につい

て」であります。 

  本議案は、職員に関する規定の変更を行うため、本条例の一部を改正するもので

あります。 

  改正の主な内容は、児童館における配置者及び館長に関する規程について、改正
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を行うものであります。 

  議案第６９号は、「篠栗町子ども医療費の支給に関する条例の一部を改正する条

例の制定について」であります。 

  本議案は、福岡県子ども医療費支給制度について、令和３年４月１日から制度改

正されることに伴い、子ども医療費の支給に関する条例準則が改正されたことから、

所要の規定を整備するため、本条例の一部を改正するものであります。 

  改正の主な内容は、子ども医療費支給制度の対象を現行の「中学生の入院」に

「中学生の通院」を加えて拡大するものであります。 

  議案第７０号は、「篠栗町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に

関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」であります。 

  本議案は、幼児教育・保育の無償化の施行による特定教育・保育施設及び特定地

域型保育事業の運営に関する基準の一部を改正する内閣府令の施行に伴い、特定教

育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準が改正されたため、関係

する規定について所要の整備を行うため、本条例の一部を改正するものであります。 

  改正の主な内容は、「支給認定」を「教育・保育給付認定」に改めること、子育

てのための施設等利用給付に関する規定及び副食費の保護者負担に関する規程につ

いて、改正を行うものであります。 

  議案第７１号は、「篠栗町重度障害者医療費の支給に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について」であります。 

  本議案は、福岡県重度障がい者医療費支給制度について、令和３年４月１日から

制度改正がされることに伴い、重度障がい者医療費の支給に関する条例準則が改正

されたことから、所要の規定を整備するため、本条例の一部を改正するものであり

ます。 

  改正の主な内容は、当該条例準則の規定改正に合わせて「障害者」の表記を改め

る等、文言の整理等を行うものであります。 

  議案第７２号は、「篠栗町下水道条例の一部を改正する条例の制定について」で

あります。 

  本議案は、下水道工事における排水設備指定工事店の指定に係る申請に伴う審査

並びに指定工事店及び工事責任技術者の登録に係る証交付について、手数料を徴収

することに伴い、所要の規定を整備するため、本条例の一部を改正するものであり

ます。 

  議案第７３号は、「篠栗町私立幼稚園の授業料等の減免に関する条例を廃止する
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条例の制定について」であります。 

  本議案は、令和元年１０月の幼児教育無償化に伴い、国の幼稚園就園奨励費補助

事業が廃止となり、幼稚園の授業料等も無償となったことにより、本条例はその目

的を終えたため、本条例を廃止するものであります。 

  議案第７４号は、「財産の処分の変更について」であります。 

  本議案は、平成３１年３月１８日平成３１年第１回篠栗町議会定例会で議決され

た議案第１７号「財産の処分について」現地を測量した結果、面積の変更が生じた

ため、売却面積８,４３４平方メートルを８,３５９.９２平方メートルに変更し、

売却額４億円を３億９,６２６万２０８円に変更するものと、町名の変更に伴う所

在地の変更を行うものであり、篠栗町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又

は処分に関する条例第３条の規定により、議会の議決を求めるものであります。 

  議案第７５号から議案第７８号までの４議案は、令和元年度篠栗町一般会計及び

特別会計歳入歳出決算について、地方自治法第２３３条第３項の規定により、監査

委員の意見を付けて、議会の認定に付するものであります。 

  議案第７５号は、「令和元年度篠栗町一般会計歳入歳出決算の認定について」で

あります。 

  議案第７６号は、「令和元年度篠栗町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定

について」であります。 

  議案第７７号は、「令和元年度篠栗町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認

定について」であります。 

  議案第７８号は、「令和元年度篠栗町篠栗北地区産業団地整備事業特別会計歳入

歳出決算の認定について」であります。 

  以上４議案が、一般会計及び特別会計の決算認定に関する議案であります。 

  議案第７９号は、「令和元年度篠栗町流域関連公共下水道事業会計剰余金の処分

及び決算の認定について」であります。 

  本議案は、地方公営企業法第３２条第２項の規定により、令和元年度篠栗町流域

関連公共下水道事業会計未処分利益剰余金５,３４６万９,７８３円のうち３,９５

５万７,５４６円を減債積立金へ積立、３万１,４２１円を自己資本金へ組入し、１,

３８８万８１６円を繰越利益剰余金とするもの、及び令和元年度篠栗町流域関連公

共下水道事業会計決算について、同法第３０条第４項の規定により、監査委員の意

見を付けて、議会の認定に付するものであります。 

  議案第８０号は、「令和元年度篠栗町水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定
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について」であります。 

  本議案は、地方公営企業法第３２条第２項の規定により、令和元年度篠栗町水道

事業会計未処分利益剰余金２億１,１３８万６９２円のうち９,７６２万１,１７３

円を減債積立金へ、１億円を建設改良積立金へ積立し、１,３７５万９,５１９円を

繰越利益剰余金とするもの、及び令和元年度篠栗町水道事業会計決算について、同

法第３０条第４項の規定により、監査委員の意見を付けて、議会の認定に付するも

のであります。 

  議案第８１号から議案第８３号までの３議案は、令和２年度補正予算であります。 

  議案第８１号は、「令和２年度篠栗町一般会計補正予算（第６号）について」で

あります。 

  当該補正予算は、令和２年度篠栗町一般会計歳入歳出予算の総額にそれぞれ１億

８,０３０万６,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１３７

億３,５６２万１,０００円とするものであります。 

  まず、主な歳入につきましては、新型コロナウイルスによる徴収猶予のため、町

税のうち個人及び法人町民税７６８万８,０００円、固定資産税２,２５４万円をそ

れぞれ減額し、地方特例交付金を１,４４７万３,０００円増額、普通交付税９,１

４２万９,０００円を減額、国庫支出金を９,０８１万７,０００円、県支出金を２,

９１８万８,０００円増額し、繰入金３億円を減額し、令和元年度に確定いたしま

した繰越金を３億９,１６５万７,０００円増額し、諸収入３７７万２,０００円を

減額するものでございます。 

  また、臨時財政対策債を４,４３０万円、徴収猶予特例債を３,０００万円、緊急

自然災害防止対策事業債を３００万円、農林業施設災害復旧事業債を２００万円 

それぞれ増額するものであります。 

  次に、主な歳出につきましては、総務費におきまして、情報システム管理費とい

たしまして、WEB会議システム導入委託料５００万円、システム変更委託料７１０

万６,０００円、リモートワーク環境整備事業４,０００万円、戸籍住民基本台帳費

といたしまして、コンビニ交付実証事業システム導入委託料９５５万９,０００円

を追加するものであります。 

  民生費におきましては、社会福祉総務費といたしまして、天空会館空調設備工事

１,６２４万７,０００円を追加し、高齢者支援費といたしまして、敬老会補助金２

４２万３,０００円、おひさま活動事業費３２０万円をそれぞれ減額し、福祉事業

者支援助成金５１０万円を追加、障がい者福祉費といたしまして、遠隔手話サービ



－ 9 －

ス事業１８６万９,０００円、福祉事業者支援助成金３００万円、昨年の事業実績

に伴い発生いたしました自立支援サービス事業等国庫補助金返還金９１９万６,０

００円、同様に、県補助金返還金に６７２万１,０００円をそれぞれ追加し、包括

支援費といたしまして、ケアトランポリン教室事業１８７万４,０００円を減額、

児童福祉総務費といたしまして、延長保育事業補助金２００万円を追加し、児童福

祉振興費といたしまして、子育て世帯への臨時特別給付金１００万円を追加し、児

童育成事業費といたしまして、学童保育事業備品１７３万７,０００円、放課後児

童健全育成事業費補助金２３３万２,０００円をそれぞれ追加するものであります。 

  衛生費におきましては、母子健康推進費といたしまして、オンライン保健指導備

品１３５万７,０００円を追加し、予防費といたしまして、ロタウイルス予防接種

事業委託料６１５万９,０００円、おたふくかぜ予防接種給付２７０万円をそれぞ

れ追加し、総合保健福祉センター運営費といたしまして、オアシス篠栗駐車場改修

工事２,５００万円を追加するものでございます。 

  農林水産業費におきましては、林業振興費といたしまして、荒廃森林再生事業費

１,７５４万円、小葉山線林道改良工事５００万円をそれぞれ追加するものであり

ます。 

  商工費におきましては、商工総務費といたしまして、デリバリー・テイクアウト

促進補助金の額の確定により１４５万９,０００円を減額し、観光費といたしまし

て、春らんまんハイキング事業を７７１万１,０００円減額、若杉地区遊歩道木柵

取替工事１２３万２,０００円を追加、夏祭り振興事業補助金を２５０万円減額す

るものであります。 

  土木費におきましては、道路橋梁総務費といたしまして、津波黒地区浸水対策基

本調査に６５０万円を追加するものであります。 

  消防費におきましては、非常備消防費及び消防施設費といたしまして、操法大会

事業を８７８万７,０００円減額するものであります。 

  教育費におきましては、事務局費といたしまして、小・中学校補助金を１８０万

５,０００円減額し、各小・中学校費といたしまして、学習指導員・スクールサポ

ートスタッフ事業に７７０万円、修学旅行バス追加借上料に５１６万６,０００円、

教育系インターネット増強工事等に６３０万１,０００円、新型コロナ対策備品等

に１,１２８万９,０００円をそれぞれ追加し、社会教育総務費といたしまして、人

権啓発関係の講演料など１３３万４,０００円減額し、総合センター管理費といた

しまして、Wi-Fiアクセスポイント設置工事１１５万５,０００円を追加し、公民館
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費といたしまして、公民館主催学級事業を１５０万円、文化祭事業２５０万８,０

００円、自主文化事業を１５０万円それぞれ減額、青少年教育費といたしまして、

祇園巡回・研修会食事代・花苗事業等を１３４万６,０００円減額し、保健体育総

務費といたしましては、スポーツ大会参加補助金を１９１万円減額、社会体育施設

費といたしまして、町民プール事業を４２７万６,０００円減額するものでござい

ます。 

  災害復旧費といたしましては、農業用施設災害復旧費といたしまして１００万円、

林道施設災害復旧費といたしまして２３０万円、農地災害復旧費といたしまして２

５０万円をそれぞれ追加するものであります。 

  公債費におきましては、元金といたしまして、起債元金償還に６７５万２,００

０円を追加し、利子といたしまして、起債利子償還２５７万８,０００円を減額す

るものであります。 

  諸支出金におきましては、繰出金といたしまして、後期高齢者医療特別会計繰出

金に１０４万９,０００円を追加するものであります。 

  最後に、地方債におきましては、借入限度額を変更するものといたしまして、臨

時財政対策債４,４３０万円、災害復旧事業債２００万円をそれぞれ増額するもの

であります。 

  また、追加するものといたしまして、徴収猶予特例債３,０００万円、緊急自然

災害防止対策事業債３００万円をそれぞれ計上するものであります。 

  議案第８２号は、「令和２年度篠栗町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２

号）について」であります。 

  当該補正予算は、令和２年度篠栗町後期高齢者医療特別会計予算に、令和元年度

の保険料・滞納繰越額の確定に伴う保険料等負担金及び人件費の補正により、歳入

歳出それぞれ７４１万５,０００円を追加し、予算総額を歳入歳出それぞれ４億３,

０２７万９,０００円とするものであります。 

  議案第８３号は、令和２年度篠栗町流域関連公共下水道事業会計補正予算（第２

号）について」であります。 

  当該補正予算は、令和２年度篠栗町流域関連公共下水道事業会計補正会計予算を、

営業費用の補正により第３条 収益的収入及び支出において、支出に１１３万９,０

００円を追加し、収益的支出の総額を８億８,４１５万３,０００円とし、収益的支

出額に対し５５９万１,０００円の黒字予算とし、受益者負担金の補正により第４

条 資本的収入及び支出において、収入に１,２０３万９,０００円を追加し、資本
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的収入の総額を４億９,８２６万円とするものでございます。 

  以上が、本定例会に提案いたしました議案の提案理由でございます。 

  慎重審議方よろしくお願いいたします。 

○議長（阿部 寛治） ただいまの提案理由の説明に対し、大綱質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  ないようですので質疑を終わります。 

  日程第４、「議案等の委員会付託について」を議題といたします。 

  議案第５９号から議案第８３号までの２５号議案を一括議題といたします。 

  お諮りします。 

  ただいま議題となっております議案のうち、議案第６０号から議案第６２号は、

人事案件でございますので、委員会への付託は省略し、本日の日程といたします。 

  これに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（阿部 寛治）  異議なしと認めます。 

  よって、そのように決定いたしました。 

  次に、議案第６３号から７４号までの１２議案につきましては、タブレットに掲

載の議案付託表のとおり、所管の常任委員会に付託したいと思います。 

  これに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（阿部 寛治） 異議なしと認めます。 

  よって、そのように付託することに決定いたしました。 

  次に、議案第７５号から議案第８０号までの決算認定については、「議長及び議

会選出の監査委員を除く９人で構成する決算特別委員会」を設置し、これに付託し

たいと思います。 

  これに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（阿部 寛治） 異議なしと認めます。 

  よって、そのように付託することに決定いたしました。 

  次に、議案第５９号と議案第８１号から議案第８３号までの補正予算については、

「議長除く１０人で構成する予算特別委員会」を設置し、これに付託したいと思い

ます。 

  これに、ご異議ありませんか。 
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（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（阿部 寛治） 異議なしと認めます。 

  よって、そのように付託することに決定いたしました。 

  なお、決算特別委員会の正副委員長については、申し合わせにより、委員長は、

６番、栗須信治議員。副委員長は、４番、古屋宏治議員です。 

  また、予算特別委員会の正副委員長については、委員長は、４番、古屋宏治議員。

副委員長は、６番、栗須信治議員です。 

  最後に、報告２件ついて、決算審査終了後に全員で報告を受けたいと思います。 

  日程第５、議案第６０号「篠栗町固定資産評価審査委員会委員の選任について」

を議題といたします。 

  議案の説明を立花総務課長に求めます。 

  立花総務課長。 

○総務課長（立花 博友） それでは、議案の説明をいたします。 

  議案第６０号「篠栗町固定資産評価審査委員会委員の選任について」次の者を篠

栗町固定資産評価審査委員会委員に選任したいので、地方税法（昭和２５年法律第

２２６号）第４２３条第３項の規定により、議会の同意を求める。 

  【記】住所 糟屋郡篠栗町大字尾仲３１８番地１２ 

     氏名 小林 知生 

     生年月日 昭和２９年１１月１５日 

   令和２年９月２日提出、篠栗町長 三浦 正 

  （提案理由） 

  現委員の 萩尾 勝男 氏が、令和２年９月３０日をもって任期満了となるため。 

  次ページに履歴を掲載しておりますので、ご参照ください。 

  なお、任期は、令和２年１０月１日から令和５年９月３０日まででございます。 

  以上でございます。 

○議長（阿部 寛治） ただいまの総務課長の説明に対し、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  質疑なしと認めます。 

  お諮りします。 

  本案は人事案件でございますので、討論は省略したいと思います。 

  これに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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○議長（阿部 寛治） 異議なしと認め、これより採決を行います。 

  本案に賛成の方は、ご起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（阿部 寛治） 全員賛成と認めます。 

  よって、議案第６０号は、原案のとおり可決し、同意することに決定いたしまし

た。 

  日程第６、議案第６１号「人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについ

て」を議題といたします。 

  議案の説明を平山福祉課長に求めます。 

  平山福祉課長。 

○福祉課長（平山 智久） 議案の説明をいたします。 

  議案第６１号「人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて」 

  次の者を人権擁護委員として推薦したいので、人権擁護委員法（昭和２４年法律

第１３９号）第６条第３項の規定により、議会の意見を求める。 

  【記】住所 糟屋郡篠栗町大字篠栗５０９１番地１ 

氏名 郡嶋 正弘 

生年月日 昭和１９年９月２２日 

  令和２年９月２日提出、篠栗町長 三浦 正 

  （提案理由） 

  人権擁護委員 郡嶋 正弘 氏が、令和２年１２月３１日をもって任期満了となる

ので、再任の候補者として法務大臣に推薦するため。 

  次ページに履歴書等を掲載しておりますので、参照をお願いいたします。 

  なお任期につきましては、令和３年１月１日から令和６年１２月３１日まででご

ざいます。 

○議長（阿部 寛治） ただいまの福祉課長の説明に対し、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  質疑なしと認めます。 

  お諮りします。 

  本案も人事案件でございますので、討論は省略したいと思います。 

  これに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（阿部 寛治） 異議なしと認め、これより採決を行います。 
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  本案に賛成の方は、ご起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（阿部 寛治） 全員賛成と認めます。 

  よって、議案第６１号は、原案のとおり可決し、同意することに決定いたしまし

た。 

  日程第７、議案第６２号「篠栗町教育委員会委員の任命について」を議題といた

します。 

  議案の説明を浦上学校教育課長に求めます。 

  浦上学校教育課長。 

○学校教育課長（浦上 利浩) 議案第６２号「篠栗町教育委員会委員の任命につい

て」 

  次の者を篠栗町教育委員会の委員に任命したいので、地方教育行政の組織及び運

営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第４条第２項の規定により、議会の

同意を求める。 

  【記】住所 糟屋郡篠栗町大字篠栗３６９７番地３クラヴィエ篠栗２０１号 

     氏名 藤 俊広 

     生年月日 昭和４４年１月２３日 

  令和２年９月２日提出、篠栗町長 三浦 正 

  （提案理由） 

  教育委員 林 巌 氏が、令和２年９月３０日をもって任期満了となるため。 

  次のページに履歴書を添付いたしておりますので、ご参照ください。 

  なお、任期は、令和２年１０月１日から令和６年９月３０日まででございます。 

  以上でございます。 

○議長（阿部 寛治） ただいまの学校教育課長の説明に対し、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  荒牧議員。 

○議員（荒牧 泰範） 私の記憶に間違えなければ、確認ですが、教育委員会の５名

は、確か任命枠というのがあったと思うので、その枠の説明と今回その中のどれに

当たるかをちょっと教えていただけますか。 

○議長（阿部 寛治） はい、どうぞ。 

○学校教育課長（浦上 利浩) 任命枠というのを正式に法令上で定められているも

のではありませんで、教育関係の出身者、いわゆる教育に非常に詳しい方と教育に
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詳しくない世間一般人といいますか、そういった方を半々程度に任用するようにと

いうような流れといいますか、通知等は来ております。 

  そしてまた、1枠あるというのは、保護者枠というのがありまして、これは、２

０歳未満の子どもさんを養育している方を１名、この教育委員に任命するという必

要性はありますが、これは別の方が今現在なっておりますので、この方は一般常識

人枠というところで任用したいということでお願いしております。 

  以上です。 

○議長（阿部 寛治） ほかに質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。 

  お諮りします。 

  本案も人事案件でございますので、討論は省略したいと思います。 

  これに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（阿部 寛治） 異議なしと認め、これより採決を行います。 

  本案に賛成の方は、ご起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（阿部 寛治）  全員賛成と認めます。 

  よって、議案第６２号は、原案のとおり可決し、同意することに決定いたしまし

た。 

  以上で、本日の日程は、全て終了いたしました。 

  これをもちまして散会といたします。 

散会 午前１０時４５分 
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開会 午前１０時００分 

○議長（阿部 寛治） おはようございます。 

  本日は全員出席で、開議は成立いたします。 

  なお、執行部では、松田副町長が病気療養のため欠席しております。 

  傍聴に来庁されました皆様には、本町議会に関心を持たれますことを感謝申し上

げます。傍聴の際は、皆様へ配布しております「一般質問通告書一覧」１ページの

注意事項を熟読されまして、ご協力いただきますようお願いいたします。 

  一般質問を行います前に、議員の皆様にお願いいたします。 

  コロナ禍の中でありますので、不急の質問等については、議員自身の判断で手短

にお願いします。 

  また、一般質問に入ります前に、台風１０号等の関係で、町長より報告がありま

すので、三浦町長。 

○町長（三浦 正） おはようございます。 

  冒頭の時間をおかりいたしまして、台風１０号に関する件で皆様方にご報告を申

し上げます。 

  昨日から報道におきまして、早めの避難をお願いしたいというようなことがテレ

ビでたくさん報道されている関係で、昨日の夜から「避難所をいつ開けてくれるの

か」とか、「どこに行ったらいいのか」という問い合わせが盛んに来ております。 

  そうしたことから、私どもは６日の朝から、警報の発令有無に関わらず警戒本部

を設置いたしまして、１００名体制で臨み、６日の午後に町内の避難所として計画

しております諸施設を開けて対応するようにしております。６日の朝から、役場に

は職員がおりますので、皆様方のところにお問い合わせがあれば、役場に問い合わ

せるようにお願いしたいと思っております。７日の深夜までという流れになろうか

と思いますが、万全の体制で臨みたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

○議長（阿部 寛治） 日程第１、「一般質問」を行います。 

  質問者は、７名でございます。 

  質問時間は、申し合わせにより、答弁を除き１人３０分以内といたします。 

  この際、議員の皆さんに議事進行に際してお願い申し上げます。 

  リアルタイムでの配信を行っていますので、質問議員も答弁者も言葉遣いには気

をつけるように求めます。発言内容を精査して、最終日に議長判断を報告させてい

ただきます。ご協力ありがとうございました。 

  それでは、順次質問を許可いたします。 
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  質問順位１番、荒牧 泰範 議員。 

○議員（荒牧 泰範） 皆様おはようございます。 

  議席番号１２番、荒牧でございます。 

  マスクをしていて声は聞こえておりますか。大丈夫ですか。 

  では、２問質問させていただきます。 

  まず初めに、教育長に質問ですが、「コロナ禍での学校本来の目的達成を願う」

ということで、コロナウイルスの感染者が増え続け、重篤患者も増加傾向にありま

すが、その感染経路に占める家庭内感染の割合が高くなっており、子どもたちの感

染が非常に心配になってきました。 

  家庭内の対策は各々にお願いするしかありませんが、教育委員会の学校における

対策は万全でしょうか。 

  前議会の審査の中で、生徒・児童の教育と指導にあたる先生方が、校内の消毒に

追われ授業の準備等の時間が大きく割かれているので、清掃業者に消毒も追加委託

していただくようお願いしておりましたが履行されていないようですが、経過をお

聞かせください。 

  また、感染予防のためのマスクや消毒液等は、冬場にかけて、また不足すること

も考えられますが、これまでの対応は十分に確保できているとは言いがたい状況で

す。学校から保護者への説明で予算がないと報告されたそうですが、これまで経験

したことがない事象で、何が必要となるかわかりませんし、命にも係わることです

から、速やかに対応できるように、現場である学校に遮蔽板設置や密を避ける校内

通信設備などのコロナ対策費として前もって予算を配分しておき、先生方が本来の

教職者としての使命が十分に果たせる環境を整えていただきたいと思うのですが、

如何でしょうか。 

  お尋ねいたします。 

○議長（阿部 寛治） 答弁を教育長。 

○教育長（太郎良 順一） まず、６月２５日の臨時会において補正予算をご承認い

ただいた「小中学校の清掃消毒作業」に関するお尋ねでございますが、これにつき

ましては、業務委託契約に必要な事務手続として、７月中旬に指名業者選考委員会

及び７月下旬の入札会を経て７月３０日に業務委託契約を締結し、８月３日の月曜

日から作業を行っております。 

  清掃消毒の箇所は、学校内共用部、階段や廊下の手すり、トイレのドアやレバー

などで、放課後の時間帯に毎日実施いたしております。 
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  次に、「マスクや消毒液が不足するのではないか」「前もって学校に予算配分す

べきではないか」とのご意見でございますが、本議会に、各校長の意見を踏まえた

補正予算を提案いたしておりますので、よろしくお願いいたします。 

  以上でございます。 

○議長（阿部 寛治） 再質問、荒牧議員。 

○議員（荒牧 泰範） コロナ禍ですので速やかにということですので、１点だけお

願いしたいのですが、現場で矢面に立って一生懸命やっていらっしゃる先生方、こ

の方々が本当に何か欲したときに、稟議出して、教育委員会でやって、課が持って

行って云々というよりも、その場で使えるような現金というものを先渡しをしてい

ただきたいのですが、それは不可能でしょうか。 

  それを是非ともやっていただきたいのですが。 

○議長（阿部 寛治） 教育長。 

○教育長（太郎良 順一） 議員が言われるように、いわゆる資金前途といいましょ

うか、そういうふうな形で一定金額を前渡しして、そして、学校長の判断で、柔軟

に迅速に、対応できるというようなことで、今回の補正予算にもそういうような文

言がでているのですが、併せて、各市町村の会計の手続ルールに従ってというふう

なことでございましたので、本町においては、資金前途というか、前払いというの

ができないルールでございますので、その分、先ほどご説明しましたように、今何

がいるかというふうなことについて、詳細に校長から意見を聞いてそれを反映させ

るというところでございます。 

  中には、ネットで買う方が早いというような部分がございますが、予算執行のル

ール上、それは非常に現時点においては難しゅうございますので、聴取を早く、迅

速に行って、柔軟に対応するというような手法で今進めているところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（阿部 寛治） 荒牧議員。 

○議員（荒牧 泰範） ルール上できないことはよく分かります。 

  そうなると、なおさらの如く忙しい学校からの連絡待ちではなくして、学校教育

課長なり、指導主事が学校回りをしてでも今必要なものが何かというのを拾い上げ

るような姿勢で臨んでいただきたいと要望して、１問目終わらせていただきます。 

  引き続き、２問目よろしいでしょうか。 

○議長（阿部 寛治） はい、どうぞ。 

○議員（荒牧 泰範） ２問目は、町長にお尋ねいたします。 
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  「北地区産業団地の起債償還計画は」ということでお尋ねいたします。 

  平成２７年度に九州大学から１億６,７９３万円で土地を購入し、開発が進めら

れている産業団地ですが、令和２年度予算まで含めると、これまでに開発事業費等

で特別会計から４０億１,７５４万円に加え、国道法面工事や地元対策費等が一般

会計から１３億３,２３５万円と上下水道敷設のために、企業会計から２億４,７９

５万円支出し、この事業に係わる総事業費は５５億９,７８５万円に上ります。 

  これに対し、用地売払収入が３１億４,６００万円で、起債に対する交付税算入

額を４億４,９００万円差引くと約２０億円の大赤字となります。 

  現在、我が町の財政は、一般会計が１００億円規模ですが、経常収支比率が９５.

４％であり予算編成の自由度は極めて低い状態です。 

  この莫大な負債がいつの間にか一般会計に編入されて、うやむやにならないよう

償還完了まで特別会計を閉じることがないようにお約束していただき、償還計画を

お示しください。 

  現状では、事業用地３の売却が難しい状況を考えると、合計２８億３,５００万

円ほどの負債となった場合、今年度が財政的に乗り切れるのかもお尋ねいたします。 

  赤字は出さないように当初から申し入れていたにも係わらず、平成２７年９月に

は、「大きな赤字を出してまでは考えていない」が、３０年９月では、「住民対策

費等の工事が膨らんだ」になり諸々増額され、結果大きな負債となりましたが、町

長としての責任をどう考えておられるかお尋ねいたします。 

○議長（阿部 寛治） 答弁求めます。 

  三浦町長。 

○町長（三浦 正） ただいまの荒牧議員からの「北地区産業団地の起債償還計画

は」についてのご質問にお答えいたします。 

  まず、起債償還計画についてでございますが、篠栗北地区産業団地整備事業特別

会計での起債は、平成３０年度に借入を行った８億１,８６０万円でございます。 

  この起債の借入条件は、５年間の元金据置期間終了後、令和６年度から２５年間

で償還することとなっておりまして、令和６年度から毎年度約３,３００万円を償

還するという契約でございます。 

  なお、この起債は、一般会計と区分すべき性質であることから、償還終了までは、

特別会計の廃止を行わないものと考えております。 

  償還の財源は、一般会計からの繰出金となる見込みでございますが、繰出金の財

源については、産業団地進出企業からの税収等で十分に賄える見込みとなっており
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ます。 

  また、仮に事業用地３が今年度中の売却に至らなかった場合とのことについてで

ございますが、現在ご興味のある企業に対して、誠意をもって対応している最中で

ございます。今年度中での売却に至らなかった場合等につきましては、一般会計で

影響を及ぼすことのないよう、会計手法を練ったうえで議会にもお諮りしたいと考

えております。 

  次に、本事業に対し、「大きな赤字を出してまで考えていない」との私の過去の

発言の件でございますが、当初の想定から様々なコストが増加したのは、紛れもな

い事実でございます。 

  しかし、その時点時点で事業費と事業用地の売却収入、そして操業後の税収や雇

用の確保を見通したところでの事業を推進すべきとの総合的に判断をしているとこ

ろでございます。 

  現在、新型コロナウイルスの影響で企業も打撃を受けていることから、進出に対

し慎重になっているところもございますが、このコロナ禍をチャンスと見て、問い

合わせや現地視察を行う企業も出てきております。 

  また、既に企業立地協定を締結したり、売買契約を取り交わしている企業につい

ても、撤退するのではないかとの噂もあるやに聞いておりますが、私はやまやコミ

ュニケーションズ様はじめ、企業の社長様と直に面談しお声を聴いてまいりました。 

  新型コロナ禍で現時点では資金繰りに多少苦慮しているが、必ず進出する計画で

あるという力強いお言葉をいただいております。概ね令和３年２月中には売買が完

了するのではないかと考えております。 

  最後に、私の責任について問うておられますが、篠栗町の将来の財源を生み出す

大事な財産となるためにも、進出企業の操業開始まで主体性をもってこの事業を進

めなければいけない事業だと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（阿部 寛治） 荒牧議員、再質問どうぞ。 

○議員（荒牧 泰範） 再三再四ここで申し上げますが、当初から町はデベロッパー

でも何でもないので、慣れないことに手を出すと火傷をするのでやめて置かれた方

がいいというのを再三申し上げたのですが、ただこの事業、町長がおっしゃるよう

に、未来に向けての大事な資産となることも確かなことでございますので、進出さ

れる企業が今幾つか決まっていますが、全部決まったところで、その企業が町に来

ているということは「ＰＲ効果」これがあることも明らかでございます。 
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  ただ一つ言えることは、そのために例えばＰＲしたと思って広告料で１億円出し

た２億円出したレベルで収まっていれば、なるほどすばらしいことで、将来におい

て雇用も膨らむかもしれないし税収も上がるかもしれないというのが普通の考え方

と思うのですが、２０億円のＣＭ料を未来の夢見賃というのは、非常に高いと思う

のですが、これは如何お考えでしょうか。 

○議長（阿部 寛治） 三浦町長。 

○町長（三浦 正） ２０億円という話を前々から荒牧議員の方でお話しいただいて、

ほかにもそういうお話をいただいておるところでございますが、一番最初に、この

産業団地、プロポーザルをするときに、もう一つ企業がございました。それはよく

ご承知であろうかと思いますが、そこはいわゆるロジックスを建てるという、いわ

ゆる流通センターを建てると、一括して購入したいという 社でございました。

  そのプロポーザルの中で私どもは、総合的に判断して鹿島建設との共同体におい

て食品系工業団地というスタートをしたわけでございますが、そこが仮に、ロジを

建てるということになりましても、当然のことながら、私どもは、売却代金で購入

代金にちょっと上乗せしたぐらいの売却代金で渡してしまって、そこが事業するこ

とになると思いますけど、そうなったときにも、当然のことながら国道法面の事業

というのは、国土交通省の関係でございますので、大きな事業を私どももその売却

した法面のために、当然のことながらしなくてはいけない。 

  これは１０数億円掛かったわけです。現時点でも１０億４,５００万円掛かって

おるわけでございます。 

  ですから、２０億円といいましても、どういう事業体でこの産業団地、いわゆる

九州大学から１億７,０００万円弱で購入した時点で、これを産業振興のために使

いますと言って売却して、あるいは私どもが現在のように、町のために事業をした。

そういうどちらにしても、現時点での法面工事というのは、私どもは当然しなけれ

ばいけなかった工事だったということは、ご理解いただきたいと思います。 

  併せて、現在のこの北地区産業団地の中で、いわゆる県道と国道との迂回路とし

ての町道をつくりました。もう既に運用を開始しておりますが、徐々に交通量も増

えてきております。 

  併せて、上下水道も管線もつくりました。域内の中で、上下水道の区域を広げ、

そして上下水道の管を引きました。そしてまた、水道の施設もつくりました。 

  こういう事業というのは、いわゆる、平成３１年３月に申し上げました開発事業

主体としての町と区分けした篠栗町の、いわゆる地方自治体の事業としての公共工
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事の部分もあるわけで、その部分については約７億ある。というふうに、私どもが

試算しております。 

  全体の総括をこの前からお約束しておりますように今定例会で、９日の予算・決

算の特別委員会の後にご報告する予定にしておりますが、諸々のことを併せまして、

私が考えますに、今後については、この事業自体が必ずや私どもの町の発展のため

に寄与するということを確信して疑わないものでございます。 

  以上です。 

○議長（阿部 寛治） 荒牧議員。 

○議員（荒牧 泰範） ２点ほど、私がお尋ねした２０億円というのは、高いととら

えられないのかどうかお尋ねしたいのと、それと、今おっしゃった事業主体として

の篠栗町、それと受け入れ側の篠栗町という表現を一時期されていましたが、本会

議場において確か横山議員から質問か何かのときでしたが、その分は、一つのもの

として考えるべきというふうになったというふうに私は捉えているのですが、その

二つをちょっともう一度お尋ねします。 

○議長（阿部 寛治） はい、どうぞ。 

○町長（三浦 正） すみません。 

  ちょっと、後半が聞こえなかったのですけれども。 

○議長（阿部 寛治） マスクを取っていいですよ、質問者も。 

  そこは密にならないから。 

○議員（荒牧 泰範） １点目が、事業として悪と言っているのではなしに、できて

しまったらすばらしいもができるのでしょうが、そのための投資としての２０億円

が高過ぎると思われないのかというのが１点目で、もう一つは、今事業主体として

の篠栗町と、受け入れるが側、自治体としての篠栗町があってという表現をされま

した。確かに、そういう表現をされていましたが、その表現は、確かこの本会議場

の一般質問、横山議員の一般質問か何かの途中で、「それは１本ですね」というよ

うな表現に変わっていたと思うのですが、如何ですか。 

○議長（阿部 寛治） 三浦町長。 

○町長（三浦 正） まず、１問目の２０億円についての話ですけれども、当然のこ

とながら、それは私どもが法面工事を全く行わないということが前提からすれば１

０億円余計に掛かった、そのうち、起債事業でございますので、５億円弱の交付税

措置が行われるにしても、２０億円という私どもが歳出として出さなければいけな

いものがあったということは認めるところでございますが、それを差し引いても私
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どもは、これは本当にやるべき事業であったし、これから大いにそれを上回る還元

があるものと思っております。 

  ２点目の私がそういう表現をしたという記憶は全くございませんし、私は、この

３１年３月１４日の特別委員会で、私どもの町がこの開発事業に対する考えの再確

認というペーパーでもってご説明したとおりのことを今も思っておりますし、これ

を前提に、今度の９日の日にもご報告を申し上げたいと思っております。 

○議長（阿部 寛治） 荒牧議員。 

○議員（荒牧 泰範） ２点目の件は、私だけでなく他の議員も「２個が１個にいつ

の間にかまた戻ったよね」という表現をしていると思う。 

  その分は、また後刻お尋ねさせていただくとして、ただ一つお尋ねしたいのは、

細かなことは町長も全部把握されてないでしょうから、この起債の償還を税収その

他諸々、今の見込みでいくと何年ぐらいかかるのかというのが、財政課長が分かれ

ばお尋ねしたいのと、後、上下水道課長に、あくまでも企業会計ですから投資した

ら当然回収しなくちゃいけない、今の見込みとしてどんな見込みで、どのぐらい使

っていただくのを想定して、どのぐらいで回収するというのを計画当然あると思う

ので２点について、お二方にお尋ねしたいのですが。 

○議長（阿部 寛治） 通告外になっていますが、分かりますか。答えられますか。 

  三浦町長。 

○町長（三浦 正） 先ほど答弁で申し上げました、いわゆる据置期間、それから償

還期間というものを超えたところで、繰上償還をどれぐらい考えているのかという

ようなご質問の趣旨のように聞こえますが、そういうふうな考え方でよろしゅうご

ざいますか。 

  それであれば、私どもはできるだけ繰上償還をしていきながら、特別会計を早期

に閉塞したいというふうに考えているところでございます。 

  上下水道料金につきましては、また上下水道課の方でしっかり今回の議会の中で

ご報告したいと思います。 

○議員（荒牧 泰範） 終わります。 

○議長（阿部 寛治） 質問順位２番、田辺 弘之 議員。 

  質問者は、苦しかったマスクを外して。 

○議員（田辺 弘之） 議席番号５番、公明党の田辺でございます。 

  今回は、「GIGAスクールの実施について」質問いたします。 

  GIGAスクールとは、義務教育を受ける児童生徒に１人１台の端末与え、学校に高
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速大容量の通信ネットワークを整備することで、公正に個別最適化され、資質能力

を育成できる教育環境を実施するため文部科学省が推し進めているＧＩＧＡ（Ｇｌ

ｏｂａｌａｎｄ Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ Ｇａｔｅｗａｙ Ｆｏｒ Ａｌｌ）スク

ール構想のことです。 

  本年度から小学校の英語教育が強化され、教員の負担も増えたところに、予期せ

ぬコロナの流行があり、先生方の負担もさらに大きくなりました。それに加え、全

国一斉の休校要請で対面学習ができず、夏休みは休校期間の代替として大幅に縮小

となりました。 

  また、ほとんどの大学では「Ｚｏｏｍ」などを活用したオンライン授業を今でも

行っていますが、小中学校では、まだまだその環境が整っていないのが現状でござ

います。 

  篠栗町においては、当初、ＧＩＧＡスクールの実施のため、本年度から２０２３

年までの４年間をかけて小中学校生全員にパソコンを１台ずつ揃えて、ＩＴ教育の

推進をしていく計画でありましたが、国はこうしたコロナ禍などという状況が発生

したときのことも考えて、今年度中に、全国の小中学校に１人１台の配備をＷｉ－

Ｆｉ環境なども含め、前倒しする予算を組み、篠栗町もそれに応じて、本年度中に

１人１台の環境が整うこととなりました。 

  ハード面では、予算の問題等をクリアするだけでいいのですが、今後、これらの

資材を活かすためには、学校の先生方にとって、更に大きな負担となっていくこと

が考えられます。 

  そこで、次の質問を行います。 

  まず１点目です。教員の負担を軽減するためにも文部科学省は、学校ＩＣＴ化を

進める中で、ＩＣＴ支援員は不可欠な存在であるという考えから、２０２２年度ま

でに４校に１人のＩＣＴ支援員を配置することを目指しておりますが、篠栗町では、

ＧＩＧＡスクール推進にあたって、このＩＣＴ支援員もしくは教育情報化コーディ

ネーターの配置の予定はありますでしょうか。 

  ２点目ですが、教員がＩＣＴを効果的に活用して、指導力を高めていくために、

どのようなことに取り組まれるのでしょうか。 

  ３点目、令和３年度から中学校で使用される教科書が決まりましたが、今後、遠

隔学習をせざるを得ない事態が発生した場合、これらの教科書は「学習用デジタル

教科書」としてオンライン学習に対応できるのでしょうか。 

  最後の質問でございますが、２年前にランドセルが重たいのでどうにかして改善
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できないかとの質問をいたしましたが、将来的に全教科デジタル化できた場合、パ

ソコンの持ち帰りで軽量化を図ることができますでしょうか。 

  以上、ご答弁よろしくお願いいたします。 

○議長（阿部 寛治） 教育長。 

○教育長（太郎良 順一） 田辺議員のＧＩＧＡスクールの実施に関する四つの質問

にお答えいたします。 

  最初のご質問は、「ＩＣＴ支援員もしくは教育情報化コーディネーターの配置予

定について」でございます。 

  ＩＣＴ支援員とは、学校における教育の情報化推進の実務的な支援をする人物の

ことですが、教師のＩＣＴ機器操作の補助やＩＣＴを活用した授業の打ち合わせな

どを行います。 

  一方、教育情報化コーディネーターは、教育の情報化を推進するにあたっての諸

課題を、学校の実情に応じて解決提案する役割を担う人物で、教育の情報化におい

ては、システム構築を支援する人物です。 

  本町におきましては、本年度末までに、機器の整備を完了する予定であり、シス

テム構築は進んでおりますので、将来的には教育情報化コーディネーターよりも実

務支援者であるＩＣＴ支援員の配置を検討しております。 

  ただ、現時点におきましては、当面ハード面においては、パソコン導入業者の支

援を受けることが可能でございますし、ソフト面においては、各パソコンに取り組

もうと計画している学習支援ソフト制作会社の支援をすでに受けております。 

  したがって、本町におけるＩＣＴ支援員に対する必要な支援内容を検討したうえ

で、ＩＣＴ支援員の導入を図りたいと考えております。 

  二つ目のご質問は、「教員がＩＣＴを効果的に活用して、指導力を高めていくた

めにどのようなことに取り組まれるか」ということでございます。 

  GIGAスクール構想の実現に向けては、ＩＣＴ機器の整備、つまり１人１台パソコ

ン、それからインターネット環境、その整備と車の両輪となるのが、教員のＩＣＴ

活用力の向上であります。 

  これにつきましては、まず必要なのは、各学校の教職員の操作能力の実態把握で

あります。これについては、本町が進めようとしている教育の情報化や導入する機

器の操作能力の実態把握が必要だと考えます。 

  そのうえで、活用力向上の研修等の計画を立案し、実施したいと考えます。 

  あわせて、今後急速に進むであろう教育環境の変化に対応できる人物の育成を進
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めてまいりたいと考えます。 

  これらに先立って取り組まなければならないことは、核となる人物の把握と育成。

そして、この人材をサポートする専門家の配置です。これについては、当面、機器

の導入業者が担っていただけると期待しているところでございます。 

  三つ目のご質問は、「デジタル教科書の活用とオンライン学習について」のご質

問でございます。 

  田辺議員がご指摘のように、本町の中学校で来年度から使用する教科書が決定い

たしました。したがって、来年４月に全学年の生徒にこの教科書が無償提供されま

す。 

  ここで「学習用デジタル教科書」について触れさせていただきます。「学習用デ

ジタル教科書」とは、紙の教科書の内容の全部をそのまま記録した電磁的記録であ

る教材を指します。 

  現時点においては、無償給与される教科書は、紙の教科書であり、学習用デジタ

ル教科書は、一定の基準のもとで必要に応じ、紙の教科書に変えて使用するものと

なっています。 

  「学習用デジタル教科書」のオンライン学習での活用は、１人１台のパソコンが

整備され、将来、教科書の無償給付が紙の教科書から学習用デジタル教科書に移行

した後になると考えます。 

  最後のご質問は、デジタル教科書と１人１台のパソコン整備によって、児童生徒

が日々携行する教材教具の軽量化が図られるのかというお尋ねでございます。 

  「学習用デジタル教科書」の導入により期待されるのは、動画・アニメーション、

ドリル・ワーク、参考資料などのデジタル教材との一体的使用であります。 

  これにより、現在児童生徒がランドセルや通学カバン及び補助バックに入れて携

行している教科書及び各種教材は、パソコン１台に変えることが可能となります。 

  極端に言えば、通学時の携行物はタブレットパソコンのみとなり、紙に印刷した

ものを持参することがなくなります。 

  ただし、そのようになるには、いくつもの段階を経る必要があると考えますので、

一気に変わることはないと考えます。 

  以上でございます。 

○議長（阿部 寛治） 答弁されましたので、再質問ございましたら。 

  田辺議員。 

○議員（田辺 弘之） ＩＣＴ支援員の件ですけど、今のところは導入業者が担って
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もらえるということだったんですけども、学校のＰＴＡとかという、お父さん、お

母さん方の中には、いわゆるコンピューターのプロもいらっしゃると思うんですよ。 

  そういう方をボランティアとして活用とかはできるんでしょうか。 

○議長（阿部 寛治） 太郎良教育長。 

○教育長（太郎良 順一） ＩＣＴ支援員という活用であれば可能ではあると思いま

す。ただし、情報化コーディネーターもＩＣＴ支援員も国の検定なり、認定という

試験を受ける必要がございますので、もう既に、そういう試験を受けた方がおられ

れば、ボランティアとして資格がございますので活用することも可能だと思います。 

○議長（阿部 寛治） 再質問ですか。 

  田辺議員。 

○議員（田辺 弘之） デジタル教科書のことなのですけども、有償ということで、

ちょっと調べましたら、イメージとしてＰＤＦみたいなもので広がるぐらいで、私

がちょっとイメージした、何でもデジタルできるような感じではないと思うんです

ね。 

  ただ、こういうことがあったので、文科省も積極的に進めるということで、これ

からどんどん形が変わっていくと思いますので、まだいまのところは、現時点では、

その形は難しいかなとは思うんですけども。 

  最後に、総合的に含めまして、ちょっと教育長にお考えを聞かせてもらいたいこ

とがございます。 

  このＧＩＧＡスクール構想の本来の目的は、ＯＥＣＤが実施した調査で、我が国

の学校での授業のＩＣＴ利用の時間が最下位であることから、このＩＣＴを効果的

に使い、学びの中心が子どもたちへとなっていくことにより、誰１人取り残すこと

なく、子どもたちの学びへの興味・関心を高めることや、主体的対話で深い学び、

つまりよく言われるアクティブラーニングに繋がることなど、一人一人の理解度や

興味・関心に応じた学びを受けられるようになることでした。 

  しかし、このコロナという不測の事態が発生したため、本来ならば数年かけて段

階的に実施していく当初の計画が、早急に、しかもＩＣＴ活用の目標の量もレベル

も何倍にも膨れ上がると考えられますが、これに対してお考えをお聞かせください。 

  よろしくお願いします。 

○議長（阿部 寛治） 教育長、どうぞ。 

○教育長（太郎良 順一） 田辺議員がご指摘のように、本年度より小中高と順次、

本格実施される新学習指導要領の柱の一つが、主体的・対話的で深い学び、いわゆ
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るアクティブラーニングの導入でございます。 

  そのため、ＧＩＧＡスクール構想の中で中核である児童生徒一人一人の１台パソ

コンの整備が、２０２３年を目途に順次進められる予定でありましたが、コロナウ

イルス感染症拡大によって、オンライン学習への環境整備が喫緊の課題となったた

め、この事業が前倒して予算措置されました。 

  したがって、現状においては、年度末までに１人１台のパソコン整備が完了する

ことを前提に方法と内容を検討していくところでございます。 

  オンラインによる双方向の対話ができる環境整備をすることができれば、自宅に

いてもアクティブラーニングが可能であると考えます。ただし、その学習に要する

時間とその効果を事前検証した上で実施するということになるというふうに考えて

おります。 

  ご指摘のように、かなりの量の業務負担というのが行われますが、これは、私ど

もが環境整備をすることによって、その負担軽減が図れられるし、その効果も上が

ってくるのではないかというふうに考えているところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（阿部寛治） 田辺議員。 

○議員（田辺 弘之） これから大変でしょうが、どうかよろしくお願いいたします。 

  以上で終わります。 

○議長（阿部 寛治） すみません、私もちょっとマスクを取らせていただきました。 

  肺に少し重たいものがありますので、すみませんが、またマスクをかけなくては

いけないときにはします。 

  引き続き、質問順位３番、松田 國守 議員。 

○議員（松田 國守） 議席番号１１番、松田でございます。 

  「第２期篠栗町まち・ひと・しごと創生総合戦略について」お尋ねします。 

  三浦町長は、４期目のスタートである平成２８年第４回定例会における就任のあ

いさつで、「これからの１０年間の努力で篠栗町の将来が決まる」と述べておられ

ます。 

  具体的には、篠栗町地方創生「篠栗町まち・ひと・しごと創生総合戦略」の完遂、

企業立地による税収増加や雇用機会の増大と働き手世代人口の流入などによる自主

財源比率の向上を目指すと宣言されました。 

  先細りする地方交付税に頼ることから脱却し、様々な知恵を出して自主財源を増

加させる。このことは、大変重要であると私も考えているところであります。 
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  初登庁の１１月３０日に、職員の皆さんに対して「篠栗町まち・ひと・しごと創

生総合戦略」を日本一の成功事例にする挨拶をしたとおっしゃいました。議会に対

しても、この４年間、「篠栗町まち・ひと・しごと創生総合戦略」が日本一の成功

事例になるように頑張ることを自らの覚悟として宣言します。と力強く言われまし

た。 

  具体的には、２０１５年度（平成２７年度）からの５年間、北地区産業団地開発

をはじめ、様々な事業を進めてこられました。 

  中でも、篠栗駅東側自由通路の完成・供用開始は多くの町民の皆さんに大変喜ば

れております。 

  そうした第１期の経過を踏まえて、２０２０年度（令和２年度）からの第２期

「篠栗町まち・ひと・しごと創生総合戦略」がスタートしたわけであります。 

  第２期の計画においては、四つの基本目標が示され、持続可能な開発目標（ＳＤ

Ｇｓ）との連携を持たせながら進めようとするものです。私は、６月の第２回定例

会の一般質問において、この第２期「篠栗町まち・ひと・しごと創生総合戦略」に

ついて、町長の構想をお示しいただこうと考えておりましたが、新型コロナ感染防

止の観点から、議会が短縮され、お考えを聞くことができず半年たちました。 

  新型コロナ禍で、当初から様々な取り組みがスタートできないなど、苦しい立ち

上がりになっていると思われますが、この第２期「篠栗町まち・ひと・しごと創生

総合戦略策定にかけた思いをお聞かせ願います。 

○議長（阿部 寛治） 三浦町長、答弁をどうぞ。 

○町長（三浦 正） それでは、松田國守議員の「第２期篠栗町まち・ひと・しごと

創生総合戦略について問う」というご質問についてお答えいたします。 

  第１期篠栗町創生総合戦略は、平成２７年度からスタートし、『こころのふるさ

とささぐり「子育てしやすいまち」「いつまでも住み続けたいまち」を叶える』 

  将来のまちの姿として「いきいきとして活力に満ちたまち」「安心・安全に支え

られたまち」「いつまでも住みたい、いつまでも訪ねたいまち」を篠栗町の理念と

いたしまして１９の施策を掲げ、５年間を掛けて取り組んでまいりました。 

  途中計画を断念せざるを得ない事業や、引き続き事業の継続が必要な事業もござ

いましたが、概ね事業としては、それぞれのＫＰＩは達成度がかなりあったという

ふうに捉えているところでございます。 

  ただし、人口増加の観点から言えば、微増に留まっているところでございます。 

  また、国内の状況でも、総務省が公表した２０２０年１月１日現在の住民基本台
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帳に基づく人口動態調査によりますと、日本人は前年度から５０万５,０００人ほ

ど減少し、代わりに外国人は２０万人ほど増加しているという状況でございます。 

  このような状況の中、策定いたしました「第２期篠栗町まち・ひと・しごと創生

総合戦略」は、第１期の四つの基本目標を継承しながら、基本目標の１に「若い世

代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる」を設定いたしました。これは、これか

らの町の将来を担う子どもたちと子育て家族へのサポートを充実するという思いの

表れでございます。 

  基本目標２では、活力ある地域社会をつくるとし、生涯健康に暮らせるまちづく

りを各行政区と一体となってともに実現していくとしているところでございます。 

  基本目標３では、安定した雇用を創出するとし、篠栗北地区産業団地の操業開始

による雇用の促進や篠栗西地区沿道サービスの誘致などを継続して進めていくとこ

ろでございます。 

  基本目標４では、まちに人を呼び込むとし、町内観光資源のイメージアップを図

るとともに、篠栗北地区産業団地での新たな賑わいづくりを進めてまいるとしてい

るところでございます。 

  また、四つの基本目標として、持続可能な開発目標でありますＳＤＧｓとの連携

を考え、町民全体で取り組む課題を幾つも上げているところでございます。 

  今は、コロナ禍において、人の動きも鈍い中、新しいまちづくりを進めていく必

要がございます。 

  また、これら総合戦略の施策を遂行することにあたりまして、職員の奮起を促す

とためにも高い意識をもって取り組む必要があろうかと考えております。 

  これからも２０６０年の将来人口目標２万９,０００人を目指して、その礎とな

るための第２期「篠栗町まち・ひと・しごと創生総合戦略」を着実に進めてまいり

たいと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（阿部 寛治） 再質問ございますか。 

  どうぞ、松田議員。 

○議員（松田 國守） ただいまお聞きした思いを実現していくためには、当然、こ

れからの４年間も、町長としてしっかり行政の舵取りをしていこうという、お気持

ちのように私は思います。 

  １１月に迫った町長選挙への出馬の意思表明を現時点ではされておりませんが、

是非この場において、次の４年間も頑張りたいとのお力強いお言葉をいただきたい



－ 31 －

と考えますが、如何でしょうか。 

○議長（阿部 寛治） 三浦町長。 

○町長（三浦 正） ４年前のことになりますが、４期目の意思表示をするにあたり

まして、第２回の定例会、６月開催のときに、ただいまのようなご質問を受け、閉

会の挨拶で４期目に出馬したいという思いをお伝えし、公表したところでございま

した。今回は、そのような次期の選挙のことを言うような状況ではないほどに新型

コロナ感染対策防止に向けて、全庁一丸となって議会の皆様方とともに、これまで

進めてきたところでございます。とはいえ、１１月に迫った町長選挙について、私

もしかるべき判断をするときが来たと考えております。 

  ただいま、第２期「篠栗町まち・ひと・しごと創生総合戦略」についての思いも

申し上げました。その中で、先ほどもご質問にあり、答弁申し上げました篠栗北地

区産業団地の操業開始に向けて、しっかりと努力していくという思いもございます。 

  そういう諸々のことを含めて、閉会の挨拶のときには、しかるべき判断をしたう

えで、皆様方にご公表し、当日の午後に報道に対して、決意を述べて進みたいと考

えております。 

○議長（阿部 寛治） 松田議員。 

○○議員（松田 國守） ありがとうございました。 

  しかるべきときに表明をお願いします。 

○議長（阿部 寛治） 松田議員が終了されまして、大方１時間ぐらいたちましたの

で、ここで暫時休憩します。 

  開会は、１１時です。皆さんお願いします。 

休憩 午前１０時５０分 

再開 午前１１時００分 

○議長（阿部 寛治） では、再開いたします。 

  質問順位４番、横山 和輝 議員。 

○議員（横山 和輝） 議席番号２番、横山でございます。 

  今回は、久しぶりの一般質問でございます。 

  また、町長におかれましては、任期４年、計１６年の最後の議会でもありますの

で、そのことを踏まえ、二つの項目についてお尋ねいたします。 

  まずは、産業団地についてであります。 

  三浦町政１６年間には、いろいろな出来事があったと思いますが、私なりに考え

るに、非常に残念なことが二つございます。 
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  一つは、以前に一般質問でも取り上げました人口問題であります。 

  定住希望が多いことがわかっていながら、適切な対応に欠き、そのチャンスを逃

したことであります。真剣にこのことに取り組んでいたなら、今頃我が町の人口は、

４万人に近づいていたことは、間違いないのではないだろうかと私は思っておりま

す。 

  二つ目は、今回も質問いたします産業団地であります。 

  産業団地の工事は既に終了しておりますが、６事業用地のうち２区画の売却が現

在も滞っているようであります。 

  ところが、全ての区画が売却できたとしても１９億円近くの赤字を出すことがは

っきりしているうえに、２区画が売れ残るとなると、町の負債は３０億円以上に跳

ね上がることは明らかであります。 

  いずれにしても、この事業が引き起こした多額の債務は、これからの町財政運営

に長期間にわたり、大きな暗い影を落とすことは間違いありません。 

  そもそも開発等の事業を行うときは、事業の大小に拘らず、開始前に入念な検討

が必要なことは常識でございます。 

  しかし、執行部は、事業初期の段階から収支については、一貫して「収支は大丈

夫」との返答だったと聞き及んでいます。何を根拠に「大丈夫だ」と答弁されたの

か分かりませんが、私はこの事業はスタート時点から問題があったと思っておりま

す。 

  従いまして、事業スタート時点を中心に次のような質問を行いたいと思っており

ます。 

  一つ目は、九大演習林用地買収と支援業務委託業者選定についてであります。 

  この事業を推進するための支援業務委託業者を選定するための入札の実施に向け

た伺いは、平成２７年７月９日に起案され、同日町長が決裁を行っておられます。 

  しかし、演習林の売買契約日は、この決裁日より１か月以上後の平成２７年８月

１８日で、仮契約日も平成２７年７月１３日と問題とする決裁日の後になっており

ます。 

  行政行為として、このようなことが許されるのかということは別として、ここで

疑問に思うことは、演習林の購入以前から開発行為の次の段階の手立てが準備され

ていたことであります。 

  この一連の行為から言えることは、町は開発に前のめりで、開発に関しじっくり

と考え検討したとは到底思えないということであります。 
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  もし十分な検討を行ったと主張されるのであれば、いつ検討したのか、どのよう

な項目を検討したのか、そして検討に携わったメンバーについて是非説明していた

だきたいと思います。 

  二つ目は、この開発予定地は丘陵地であり、しかもボタ山跡地の地滑り地帯とな

れば、検討する場合どうしても地質調査のデータが必要だと考えます。 

  検討時に何故ボーリング調査が行われなかったのかを説明してください。 

  三つ目は、この事業用地は国道に繋がっております。しかも国道には、地滑り防

止の法面保護工が既に施されていたことから、この用地を開発したいと考えた場合、

国との事前の協議が必要かつ不可欠なことは、誰にでも分かることではないでしょ

うか。構想の段階で国との協議が行われたのでしょうか。 

  この３点の答弁をお願いします。 

○議長（阿部 寛治） 三浦町長。 

○町長（三浦 正） 横山議員からのご質問の「篠栗北地区産業団地開発事業の採算

性の検討内容について」お答え申し上げます。 

  まず、議員のご質問にお答えする前の前段としてのご発言に一言述べさせていた

だきます。 

  篠栗北地区産業団地の完成後６区画中２区画の売却が滞っているということでご

ざいましたが、現在は６区画中５区画の企業で進出の意思を示していただいており

ます。ただ、１区画につきましては、親会社間との関係で、まだ公表は控えている

ところでございます。 

  残り１区画については、先日、地元食肉関係業者に私自身が現地をご案内いたし

ました。大変興味を持っていただいて、現在社内協議を進めていただいているとこ

ろでございます。 

  また、１９億円の赤字といわれますが、先ほどもご質問にお答えしたことでもあ

りますが、津波黒地区法面の補強工事や上下水道の整備、篠栗北交差点における渋

滞緩和の迂回路ともなる町道の新設など本来自治体としての篠栗町が実施すべき事

業７億円程度につきましては、篠栗北地区産業団地開発整備事業との中で行ってい

るところでございますので、詳細な総括的報告は、今定例会期間中の特別委員会に

て行うことといたしておるところでございます。よろしくお願いいたします。 

  今回の篠栗北地区産業団地開発整備事業は、篠栗町の更なる発展のための事業で

ございます。操業が始まりますと、法人税や固定資産税、上下水道料金、住民税、

雇用促進による人口の流入、新たな観光面での町の賑わいなど明るい展望が多く想



－ 34 －

像できるわけでございます。 

  また、新たな生産拠点が町に生まれることから、今後ふるさと寄附金の返礼品の

強化にも繋がることになります。これは、進出企業側としても大いに期待していら

っしゃるところでございます。 

  これらのことから、篠栗北地区産業団地開発事業は、次の篠栗町を担う重要な事

業であると認識したうえで取り組んでいるところでございます。 

  項目ごとの答弁につきましては、まちづくり課長からいたしますのでよろしくお

願いいたします。 

○議長（阿部 寛治） まちづくり課長。 

○まちづくり課長（熊谷 重幸） それでは、一つ目のご質問であります「九州大学

演習林用地買収と支援業務委託業者選定について」のご質問にお答えいたします。 

  篠栗北地区産業団地の用地取得に関し、契約前に計画支援業務の実施伺いがなさ

れているが、行政行為として許されることではないとのご意見でございますが、用

地取得の協議は、九大側とそれ以前から進めていたことで、売却の方向性が確認で

きたところで、町としても九大演習林用地の活用のための計画支援業務を並行して

行ったものでございます。 

  なお、この計画支援につきましては、地方創生先行型交付金を活用して実施して

いるところでございます。 

  また、計画支援業務は、実施伺い段階であるため、契約先も確定していないこと

から横山議員が言われるような、許されない行政行為に当たるものではございませ

ん。 

  次に、九大演習林用地の購入前から手立てを準備していたのではとのことですが、

当該用地を開発するにあたり、産業団地を形成することは構想で持っており、食品

産業団地を誘致することは、プロポーザルによる提案を受け、本町にとっての影響

や将来性などを勘案し、決定したものでございます。 

  なお、検討期間に関しましては、平成２７年度に入ってから行ったものと記憶し

ておりますが検討項目につきましては、先ほども言いましたように、どのような形

態が町にふさわしく将来性があるのかといった点でございます。 

  検討に携わったメンバーは、当時の副町長、財政課長、まちづくり課長、産業観

光課長、都市整備課長でございます。 

  演習林用地購入時に用地の用途についてどのような説明がなされたのかとのご質

問ですが、町にとって１番の効果はどのような産業形態の企業誘致すべきかという
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点を中心に協議を行っているものでございます。 

  二つ目の質問でございますが、検討時に地質調査をなぜ行わなかったのかとのご

質問でございますが、樹木伐採前に４か所のボーリング調査を行っていますが、検

討段階において産業団地の土地利用計画は確定しておらず、当初の案から各方面と

の協議で構造物や調整池、道路のルート等も変更が生じることは想定されていたこ

とから、産業団地の設計を進めていく段階で必要なポイントで、地質調査を行って

いく選択に至ったものでございます。 

  三つ目の質問でございますが、構想の段階で国との協議を行ったのかとのご質問

ですが、開発許可申請を行う前に、九州地方整備局福岡国道事務所に国道法面のア

ンカーに関すること、国交省所管用地内にある集水井に関する協議、国道201号に

新設する国道交差点協議、これらを行っております。 

  なお、国道法面である津波黒地区法面補強に関する協議に、福岡国道事務所と九

州大学や長崎大学の工学博士も所属する九州建設技術管理協会の技術アドバイザー

も含め協議を行っておるところでございます。 

○議長（阿部 寛治） 答弁が終了しました。 

再質問をどうぞ。 

○議員（横山 和輝） いくつか質問したいことはございますが、一つずつ順を追っ

て質問したいと思います。 

  まず一つ目、平成２７年度に入ってから計画していたとおっしゃいますが、今の

答弁では、採算面に関しては、何も答弁されなかったんですけど、採算面はきちん

と取れていたのかどうかの答弁をもう一度してもらってよろしいですか。 

○議長（阿部 寛治） まちづくり課長。 

○まちづくり課長（熊谷 重幸） お答えいたします。 

  まず、この段階では、造成費用、そういったものも算出されておりませんでした

ので、その点はまだ検討の段階ではございませんでした。 

○議長（阿部 寛治） 横山議員。 

○議員（横山 和輝） その採算性を見込めない中で、事業を進めようとした、スタ

ートしようとした、そこがおかしいんじゃないですかと私は聞いているんです。 

  言ってみれば、平成２７年度に入って、今さら構想するのもいいですよ。どんな、

こういうことをしたい、産業団地をつくりたいと思ってもいいですよ。 

  ただ、どうしてもできないことがあります。一つはボーリング調査、地質調査で

す。もう一つは、国との協議です。 
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  まだ、町有地になってないわけですから。 

  ですから、町有地になってボーリング調査、地質調査をしっかりして、ここは一

体どういった地質なのか、産業廃棄物が入っているかもしれない。じゃないと、造

成費なんて出せるわけがないんです。 

  国との協議も、先に終わらせないといけないんです。国との協議をしないと、も

し国がここは地滑り地帯だと、とてもじゃないけど開発なんかしないでくれと断ら

れたらどうするのですか。それで更に、国との協議の中で、もし開発するならば、

法面はこのくらいにつくってほしい。このぐらいしないと開発は同意できないよと、

そういった話があるはずです。そこら辺がなくて何が検討ですかと私は思うんです

けど、採算性について、もう一度答えてもらってよろしいですか。 

○議長（阿部 寛治） 三浦町長。 

○町長（三浦 正） 私の方から少し答弁いたしますが、九州大学からこの用地を購

入することにつきましては、平成２７年の４年ぐらい前でしたでしょうか。九州大

学が独立行政法人、大学法人になるにあたって、文部科学省から不用な土地につい

ては、処分していきなさいということで、私どもがまず、ご相談を受けたわけでご

ざいます。 

  当時には、この北地区産業団地として利用した部分と別に、もう一つ津波黒和田

側にある用地についても併せて、自治体として購入できないだろうかというような

ご相談がずっとありまして、私どもも毎年そのことをやり取りしながら、どこまで

買えるかというようなことも含めて協議をしてきた経緯がございます。 

  和田津波黒の土地、ほかに池の端から久山の方に抜けるところの土地、あるいは、

高田の旧演習林の宿舎があったところ、そういうところも売却したいんだがご相談

に乗ってくれないかということで九州大学から言われた経緯があり、そのころから、

どういうふうな形で進めていこうかと庁舎内で協議をしてきたところでございまし

た。 

  そして、私どもの当時の状況から考えて、今町に所有権を移転している部分につ

いて、将来産業用の用地として開発するにあたり購入を決めましたということで、

平成２７年の７月の議会でご承認をいただき、購入に至ったわけでございます。 

  そうしたうえで、私どもが具体的に、じゃあどういうふうにしていこうかという

ことで、プロポーザルをしていき、そして、実際の事業にスタートして行ったわけ

でございますが、何しろ当時はまだ山もあり森もありというような中で、どういう

ふうな形にしていくかということは、先ほど熊谷課長から申し上げたように絵がで
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きていない中で、少し具体的なビジョンができていく中で考えていこうと、当然ス

タートから一部ボタ山があることも分かっておりましたが、これについては、十分

この事業の中で埋め戻していくということで解消できるというような一部のコンサ

ルの意見も私的に聞いたりしておりましたので、やっていけるということでござい

ました。 

  ご指摘がありましたように法面につきましては、想定以上の地滑りに対する対策

が必要ですよということで、最終的にご判断をいただいたわけですが、これについ

ても、国土事務所とたび重なる協議をしていきながら、最終的なこの形になったわ

けでございます。 

  採算面ということでは、冒頭申し上げましたように、法面事業については１０億

かかり、そしてまた、全体でもそれを除いたところでも４０億を超えるような事業

になりましたけれども、これが頓挫して全くできなくなってしまっているというわ

けではございませんで、これから最終的な仕上げに入るところでございますので、

そこの段階で、これは、要は大失敗の事業であるんじゃないかというようなご指摘

は、当たらないのではないかというふうに思っているところでございます。 

○議長（阿部 寛治） 再質問どうぞ。 

○議員（横山 和輝） 町長から経緯を含めて説明していただきまして、ありがとう

ございました。 

  ただ、この説明でも腑に落ちないことがあります。今の説明では収支を何も考え

ずに計画、概算でも何でも出さずに計画をスタートしてしまった。スタートしてし

まって、その中で考えていこうという考えに聞こえるのですがその認識でよろしい

でしょうか。 

○議長（阿部 寛治） 三浦町長。 

○町長（三浦 正） 当然のことながら、プロポーザルを受ける際には、その事業が

どういう形になるかということで、企業側から、収支につきましても、収支を含め

たところでのプロポーザルという流れで進めたところでございます。 

  そういう形で、私どもも判断したわけですが、事業を進めていくにつれて、多少

それを上回るような持ち出しが出たというところでございまして、プロポーザルの

資料をかつての議員の皆様方にはお渡ししておりますが、横山議員にも必要であれ

ばお渡ししたいと思います。 

○議長（阿部 寛治） どうぞ、横山議員。 

○議員（横山 和輝） 私が聞いているのは、プロポーザルの前の段階でのお話なん
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ですけど。 

  今町長の発言にちょっと気になるところかありましたので、プロポーザルの中で、

その支援業者が収支を考えるといったニュアンスのような考え方がありましたが、

過去の答弁でＦＦＧは採算面に関しては、何のアドバイスもまた相談も行ってませ

んという発言をされているんですけれども、どちらが正しいんでしょうか。 

○議長（阿部 寛治） 三浦町長。 

○町長（三浦 正） ＦＦＧのことを今申し上げているのではございませんで、鹿島

建設を主とするグループでのプロポーザルのことを申し上げたわけでございます。 

○議長（阿部 寛治） 横山議員。 

○議員（横山 和輝） つまり鹿島建設と基本提携を結んだ後に、収支については出

したと、そういったことでしょうか。 

○議長（阿部 寛治） 三浦町長。 

○町長（三浦 正） 私が申し上げておりますのは、鹿島建設のグループともう１社

のグループがプロポーザルでいわゆる私どもの入札に参加されました。 

  そのときに提出されたペーパーの中に、鹿島建設グループが考える収支というも

のが記載されているということでございます。 

○議長（阿部 寛治） 横山議員。 

○議員（横山 和輝） 何度も言っているように、私が元々聞いているのは、そのプ

ロポーザルを行う前にちゃんと収支であったり検討をきちんと行ったのかどうかを

聞いているわけです。 

  プロポーザルの内容から言うと、もう事業は始まっているわけじゃないですか、

産業団地開発ですね、その前の段階、１番最初の始める前の検討があったのかどう

かを、私はお尋ねしているんですけれども、そこはあったのかないのかですね。 

  収支面についても、しっかりとちゃんと概算でも何でも出したのかどうかをお答

えください。 

○議長（阿部 寛治） 三浦町長。 

○町長（三浦 正） プロポーザルというのは、当然のことながら収支面のことも含

めた形でのプロポーザルがあってしかるべきであろうと思いますし、私どもは、そ

ういうことも含めて判断の材料にしたいということでございますので、それが最初

からこういう絵で描こうということも決まってない段階で、採算云々を私どもが表

に出すことはできないんじゃなかろうかと思いますが、如何でしょうか。 

○議長（阿部 寛治） 横山議員。 
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○議員（横山 和輝） 収支は大丈夫だと言われていたのでしょうか。 

  プロポーザルが始まる前からですね。 

○議長（阿部 寛治） 三浦町長。 

○町長（三浦 正） その辺の経緯は、もう少し確認していただきたいんですが、そ

のプロポーザルが行われる前から私は、収支は採算が取れるとかいうことを一言も

申し上げておりません。 

  鹿島建設グループの事業において、この計画であれば、私どもは収支の採算が取

れるんじゃないかということで、初めて私どももその事業に踏み切ったっていうわ

けでございます。 

○議長（阿部 寛治） 横山議員。 

○議員（横山 和輝） プロポーザルを行うわけですよ。 

  いざ開発を始めようとしているんです。 

  実際ＦＦＧが先でしたので、開発自体はスタートしているのですけれども、その

段階からプロポーザルで決まった企業と収支を考えるみたいなことを言われました

けれども、私が言っているのはそうじゃないんです。 

  プロポーザルにしても、どういうふうにするか、まず町が構想を練りますよね。

その段階で何かあったのかどうかを聞いているんです。 

  ご理解いただけますか。 

○議長（阿部 寛治） 三浦町長。 

○町長（三浦 正） すれ違いのやり取りになってしまいますけれども、プロポーザ

ルをするという項目の中に事業の開発、それからどういう事業をするか、その採算

性はどうかというようなことの各項目を、私どもが当然こういうことについては、

プロポーザルの項目として検討しようねということは、ＦＦＧも含めたところでこ

ういうプロポーザルの仕方がいいんじゃないでしょうかという検討はしましたが、

その中で、要は２社出てきた中で私どもが鹿島建設グループにするということのそ

の案の中に、いわゆる採算性というものについても記載があったということでござ

います。 

○議長（阿部 寛治） 横山議員。 

○議員（横山 和輝） 確かに、すれ違いになっていますから、私が言っているのは、

最初の段階ですけども、同じような答弁になると思いますので、別のことを聞きま

すが、それでは、そのプロポーザルを行った日付とそのボーリング調査を行った日

付、また最初に国との協議を行った日付、時系列的にはどうなっていますか。 
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○議長（阿部 寛治） 三浦町長。 

○町長（三浦 正） 通告書に記載してありませんので、私どもの方で調べた上で、

また後刻ご報告したいと思います。 

○議長（阿部 寛治） 横山議員。 

○議員（横山 和輝） それでしたら、私の方から答弁したいと思いますが、先に、

プロポーザルを行いました。 

  その後に、ボーリング調査を行っています。 

  更にその後に、国との協議を行っています。 

  先ほども申し上げましたように、ボーリング調査を行ってないわけじゃないです

か。どういった地質かもわからない。造成費もわからない。そんな中、プロポーザ

ルを行って、その鹿島グループだろうが、そもそも収支が作れるのだろうかという

のが１点と、もう一つ、先ほども言いました国との協議です。開発を行おうとした

ら真っ先に行かないといけないところは、その開発のある周囲の地権者との同意じ

ゃないですか。 

  先ほども言いましたけれども、プロポーザルを結んだ後に国との協議を、国との

協議の時に、国がこんなところに開発しないでくれと言われたらどうするつもりだ

ったんですか。 

  鹿島グループともう締結した後ですよ。締結した後に、国がそもそも開発はやめ

てくれと、地滑り地帯だから、ボタ山だから、国道まで土砂がきたらどうするんだ

と、開発の許可がおりなかったら、順番がおかしくないですか。と私は思うんです

けれども、そこら辺、はたして見解はどうでしょうか。 

○議長（阿部 寛治） 三浦町長。 

○町長（三浦 正） 鹿島建設とプロポーザルで契約した際に、金銭的な契約は一切

しておりません。 

  いわゆる、事業パートナーとしてこの開発をどうしようかということを鹿島建設

とともに考えようということでスタートしたわけで、当然その中で具体的なことを

国土交通省に聞きに行きました。 

  １００歩譲って、今お話があったように「ここは絶対だめですよ」というふうな

ことがあったとすれば、それについては、「もうこれは無理でしたね」ということ

で、その事業を解消するだけの話だと思いますが。 

○議長（阿部 寛治） 横山議員。 

○議員（横山 和輝） ですので、先にそこら辺を終わらせておくべきじゃなかった
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のでしょうかとお尋ねしているんですが、そこの見解はどうなんでしょうか。 

○議長（阿部 寛治） 三浦町長。 

○町長（三浦 正） その辺は、またすれ違いになってしまいますけれども、私ども

としては手順を踏んでやったというものでご理解いただければと思っております。 

○議長（阿部 寛治） 終わりますか。 

  はい、横山議員。 

○議員（横山 和輝） 最後、確認で、最初に町がこの工事費、収支を出したのは、

鹿島グループが出した、コンサルが出した概算が最初だという認識でよろしいです

か。 

  １番最初に、この産業団地開発がどのくらいかかるかとわかったのが、その時期

でよろしいですか。 

○議長（阿部 寛治） 三浦町長。 

○町長（三浦 正） この産業団地開発については、鹿島建設のグループと事業パー

トナーを組むときのプロポーザルでこういう形にしようということを決めたわけで

すから、当然今おっしゃったような形です。 

○議長（阿部 寛治） 横山議員。 

○議員（横山 和輝） その答弁から言いますと、鹿島グループから出された概算、

その出された時期は平成２９年６月なんですね。 

  町長は、前の答弁で採算性、収支は大丈夫だとそもそも答弁はしていないとおっ

しゃいましたが、平成２７年から２９年、概算が出るまでの間に全く答弁されてい

ませんか、収支について。 

○議長（阿部 寛治） 三浦町長。 

○町長（三浦 正） 今のご質問の内容がよく分り兼ねなかったので、もう一度お願

いいたします。 

○議長（阿部 寛治） はい、どうぞ。 

○議員（横山 和輝） 先ほど初めに、概算がおきたのが、鹿島グループ、オオバ株

式会社からの概算が提出されたのが平成２９年６月なんですね。 

  ただ町長は、収支に関しては、収支は大丈夫だとか、そういうことは一切述べて

ないとおっしゃいましたけれども、全くその収支は大丈夫だと、そもそもおっしゃ

ってないんでしょうか。 

○議長（阿部 寛治） 三浦町長。 

○町長（三浦 正） 鹿島建設とのプロポーザルは２９年６月というお話ですか。 
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○議員（横山 和輝） いえ、概算の資料が２９年６月。 

○町長（三浦 正） 立ったままですみません。聞いてしまいました。 

  概算が出たというのは、いわゆるプロポーザルをした企業が、オオバとともにず

っと設計してこういう絵面でどうでしょうかということで、細かい計算をした上で

概算が出たというのが今のお話の時という理解の仕方でいいわけですよね。 

○議長（阿部 寛治） 町長どうぞ。 

○町長（三浦 正） ちょっと論点が二つありましてね。 

  プロポーザルの時の、いわゆる私どもの提示を受けた概算で「これでこういうふ

うな事業をしましょう。」「いいですね。」ということで、これは事業パートナー

として契約をしました。 

  そして、そこで具体的にこういう絵にしていきましょうということで、度々会議

をしていきながら、概算ができ上がったのは２９年の６月ということなので、だか

らその辺のところの同じ物じゃないわけですよ。 

  お分かりですかね、１番最初に、プロポーザルを受けたときの概要というのは、

あくまでも、鹿島建設とオオバが自分たちの試算でやってきて、「こういうもので

計画ができると思いますがいかがでしょうか」ということに、私どもが事業体とし

て、「それでいきましょう」ということで、もう１社の方のいわゆる流通倉庫案と

いうものじゃなくて、そちらにしたわけですよね。 

  事業パートナーとして、じゃこれを具体的にしていくためにはどうしたらいいか

ということを、月に２回も３回も協議していきながら最終的にこんな絵面でどうで

しょうということででき上がったときの概算は、今おっしゃったようなことなので、

そこにかなり長い間の協議期間があるわけでございます。 

○議長（阿部 寛治） 横山議員。 

○議員（横山 和輝） 先ほどの答弁では、最初のプロポーザルを行った時に、鹿島

グループは概算を出してきたと、ある程度ですね、そういうことでよろしいですか。 

○議長（阿部 寛治） どうぞ、三浦町長。 

○町長（三浦 正） 何度も申し上げているように、最初は、当然その企業がやっぱ

り採算性を私ども見ますから、概算を出しています。 

  ただ、それは鹿島グループが、こういう絵面でこんなふうなということをして書

いてきたわけですけど、それから私どもが具体的に絵を描いていく中でやっぱりこ

うだね、こうだねということをしていく。そして、またボーリング調査も含めてい

く。そういう中で出てきたのは、２９年の６月の概算だというふうにご理解いただ
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ければいいと思います。 

○議長（阿部 寛治） 横山議員。 

○議員（横山 和輝） それだとですね、ちょっと納得がいかないところがあるんで

すね。 

  概算を出したといいますか、私も先ほどから言っていますように、プロポーザル

で概算を出した。ただ、ボーリング調査と国との協議は、その後に行っています。 

  ボーリング調査をしないで、果たして企業は、その造成工事の概算が出せるでし

ょうか。どんなところかもわからないのに。国との協議も行っていない。 

  国が、開発するならこのくらいの法面は必要ですよと言われたときですよ、その

合いますか、当時の概算と。 

合うわけがない。 

  だから、この法面補強工事がですよ、最初１億６,９００万円でしたかね。その

ぐらいで概算を出されたのが１０億円を超えた。 

  何倍になっていますか。 

  それは、見当が甘かったんじゃないかと私は申し上げているんですけれども、そ

の辺りの見解はどうでしょうか。 

○議長（阿部 寛治） 三浦町長。 

○町長（三浦 正） 議員の見解として承っておきます。 

○議長（阿部 寛治） 横山議員。 

○議員（横山 和輝） 次の質問に移ります。 

○議長（阿部 寛治） 第２問目。 

○議員（横山 和輝） ２問目に移ります。 

  次は、「政治倫理の確立のための篠栗町長の資産等の公開に関する条例につい

て」お尋ねします。 

  この条例は、国会議員の資産等の公開等に関する法律の第７条の規定に基づき定

められたものでありますが、都道府県において知事だけではなく、議員も公開の義

務を負っております。 

  もし、条例内容に町の独自性を織り込むことが許されるなら、この条例を変更し、

資産公開の対象に議員、副町長及び教育長を追加することが可能かどうかをお尋ね

します。もし可能であるならば、今後議論する必要があろうかと思いますが、町長

の見解をお聞かせください。 

  ところで、本町の資産公開は、総務課において閲覧することができますが、閲覧
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者は、記名することが義務づけられております。私も一度閲覧を行いましたが、そ

の際過去の閲覧者を確認したところ、年に１、２名程度でございました。恐らく、

この条例の存在そのものが知られていないのだと思ったほどであります。 

  もしそうならば、この資産公開をホームページに掲載し、更に毎年広報紙にも載

せ周知を図る必要があると思いますが、如何でしょうか。 

  町長の見解を求めたいと思います。 

○議長（阿部 寛治） 答弁を三浦町長どうぞ。 

○町長（三浦 正） 横山議員の２番目の質問「政治倫理の確立のための篠栗町長の

資産等の公開に関する条例について」のご質問、これにお答えいたします。 

  まず１番目の「条例内容に町の独自性を織り込み、資産公開の対象に議員、副町

長及び教育長を追加することが可能かどうか」についてでございますが、この件は、

ご質問の内容を総務課内にて十分に検討いたし、答弁書を策定しておりますので、

総務課長から丁寧に答弁をさせていただきます。 

  また、２番目のご質問の前段についても、総務課長から説明をし、最後の部分を

私から答弁いたしたいと思いますのでよろしくお願いします。 

○議長（阿部 寛治） 総務課長。 

○総務課長（立花 博友） それでは、まず最初のご質問にお答えいたします。 

  条例は、町独自で制定するものであり、ご提案の内容は、法律に違反するもので

はないため、追加することは可能でございます。 

  現状として対象を町長のみにしておりますのは、平成４年に制定された「国会議

員の資産等の公開等に関する法律」第７条において、地方公共団体における資産等

の公開対象が、都道府県及び政令指定都市の議員並びに都道府県知事及び市町村長

とされたことによるものでございます。 

  すなわち、法制定時に町議会議員等につきましては、対象外とされていたもので

はございますが、市町村独自に追加している自治体もございます。 

  法の目的である「政治倫理の確立を期し、もって民主政治の健全な発達に資する

こと」のため、今後は、議会の議員の皆様も対象とされるかは、今後、議論いただ
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くことは可能であります。 

  しかしながら、法律の規定対象としておりますのは、いわゆる公選職であり、副

町長及び教育長については公選職ではないこと及び両名を対象として、その他の特

別職を対象としないことに対する根拠もないことから、他の自治体で対象としてい

るところもございますが、本町としては対象に含むべきではないと考えているとこ

ろでございます。 

  続きまして、２の質問の「資産公開をホームページや広報紙に掲載して周知を図

る必要があるのでは」とのご質問にお答えいたします。 

  法律の対象である国会議員では、窓口閲覧のみを公開としているほか、他自治体

の状況をインターネットにより確認したところ、窓口公開のみとしているところが

多い状況でございます。 

  ホームページや広報に掲載することで、多くの方に周知することはメリットとし

て考えられますが、それらの媒体は全て行政情報を公開しているわけではなく、住

民等にとって有益でニーズがあるもの又は法律等により義務づけられているものを

厳選して公開しているわけでございます。 

  本情報を閲覧される件数は、年間１件程度と非常に少ない状況であることから、

本制度の趣旨や公開方法を適宜広報で周知すれば、ホームページや広報において詳

細に公開する必要はないのではないかと考えております。 

  議員ご指摘のとおり、この条例の存在そのものが知られていないことも考えられ

ますので、今後、広報での周知により反応等を踏まえまして、ホームページ等によ

る詳細な内容の公開を検討することといたします。 

  以上でございます。 

○議長（阿部 寛治） 三浦町長、引き続きどうぞ。 

○町長（三浦 正）                              
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  少し話を変えますが、私は、以前から議会での諸情勢報告や開会・閉会の挨拶の

際にも、引用をいたしました師と仰ぐ 稲盛 和夫 先生の言葉をここで少し申し上

げずにはおられません。 

  それは「リーダーのあり方」についてでございます。 

  「どのような人がリーダーに相応しいのかといえば、常に勤勉さをもって仕事に

身を捧げ、自らの心を高め続けている人でしょう。そのような人であれば、権力を

握ったとしても傲慢になったり、堕落したりはしないはずです。 

  それはつまり、人生を生きるにあたって、素晴らしい哲学を持っているというこ

とであります。私は、人格とは性格プラス哲学という方程式で表せるものと考えて

います。哲学とは、噛み砕いて言えば考え方のこと、生まれついた素質としての性

格に加え、どのような考え方を持って人生を歩いているかを加味しなければ、人を

見抜くことはできないのです。」 

  また、こうもおっしゃってあります。 

  「リーダーは、最も大切な資質は何かと問われれば、私は迷いなくそれは心であ

ると答えます。あるいは、人格、人間性と言い換えてもよいかもしれません。 

  大なり小なりの集団を引き、人の上に立つ役割にあるものであれば、何よりもま

ず美しく、高邁な心を持つよう精進しなければならないのです。」 
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  稲盛先生の言う心とは、私利私欲を一切排除した利他の心のことを言うわけでご

ざいます。 

  この利他の心を持って、私はこれまでもこの仕事を努めてまいりました。 

  またこれからも、これまで以上の情熱と、利他の心を持って仕事を果たしたいと、

ひたすら思っているわけでございます。 

  債務の高云々は、町長職を果たすことは全く関係のないことであるということを

お話ししたわけでございます。 

  答弁した上で、敢えて最後にもう一度申し上げますが、どう考えても、ただいま

のご質問最後の部分は、一般質問の品位からすれば、極めて不適切でそぐわないも

のと指摘せざるを得ません。 

  篠栗町議会の品位を保つためにも、議長におかれましては、しかるべき対応をお

願いして終わりにします。 

  なお、ただいま申し上げましたことは、私の個人的なことでございますので、一

切再質問等にはお答えしないことをお約束いたします。 

○議長（阿部 寛治） ただいま町長より、議会の品位という言葉でどう考えるかと、

そういうことを言われたような気がいたします。 

  そこで、ここで暫時休憩して、局長並びに副議長と３人で、応接室で話しまして、

その後始めたいと思いますので、暫時休憩をいたします。 

  皆様方はすみませんが、このまま待機をしてお願いします。 

暫時休憩 午前１１時４２分 

再  開 午後 ０時０５分 

○議長（阿部 寛治） 横山議員の質問について、ただいま協議を行いました。 

  結果、個人のプライバシーに関する表現があり、この点については、地方自治法

並びに会議規則に抵触し、皆さんにも一緒に聞いてください「一般質問の範囲は、 

行財政全般の運営など町の一般事務である。」議会の品位を傷つけるような内容

表現であると断定したというのは、今言った町長のプライバシーに入り込み過ぎ

ているんじゃないかと。 

よって、横山議員の一般質問の後段の部分の                 

                                 この質 

問について、議長権限により取り下げとしました。 

  ここで一つお詫びします。 

  今回の横山議員の質問につきましては、通告の時点で判断しておくべきであり、
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町長に議会を代表しまして、私から謝罪いたします。 

  以上です。 

  では、１２時過ぎましたので、ここで暫時休憩して、昼食をとってください。 

  再開は一時からです。 

休憩 午後 ０時０７分 

再開 午後１３時００分 

○議員（品川 静） 議席番号３番品川です。 

  よろしくお願いします。 

  福岡県では毎年、大雨特別警報が発令されるなど大規模災害が多発しています。 

  さらに今年からは、新型コロナウイルス感染が重なる複合災害に備えなければな

らず防災は新しい局面を迎えていると言えます。実際、7月豪雨のあと、地域の方

が避難所に行くのもいろんな意味で怖いと話しておられました。命を守るために避

難は必要ですが、人が密集しがちな避難所では、感染リスクが懸念されます。 

  そこで今回は感染症を踏まえた防災として「避難」について質問させていただき

ます。 

  まず一つ目は、今回の台風１０号でも既に設置が決まっておりますが、避難所で

の感染症予防の現状と今後の課題や対策はどうなっているのかです。 

  二つ目は、避難所での密集を軽減するために政府も推奨している「分散避難」で

すが、避難所をどのようにふやすのか、在宅避難・車中避難についても、町の取り

組みや対応をお聞かせください。 

  最後に、福祉避難所の課題や改善策について伺います。感染症による重症化のリ

スクがある高齢者や基礎疾患のある方、また、妊娠中の方などの受け入れ先となる

福祉避難所の運営はゾーニングなど複雑な対応が予想されます。 

  現状と改善策についてお聞かせください。 

  お願いいたします。 

○議長（阿部 寛治） はい、答弁を求めます。 

  総務課長。 

○総務課長（立花 博友） それでは、品川議員お尋ねの「感染症を踏まえた防災と

しての避難について」の御質問にお答えします。 

  まず一つ目の避難所での感染症予防の現状と今後の対策についてでございます。 

  近年の災害多発及び大規模化に伴い、災害に備えた早期避難は重要であり、その

避難所の感染症対策は、本町においても重要な課題であることを認識しております。 
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  町では、国や県の指針に基づいて、感染症に対する具体的な対応策をあらかじめ

示した「篠栗町避難所運営マニュアル別冊（新型コロナウイルス感染症対策版）」

を出水期前の５月に策定しております。 

  このマニュアルには、避難所内での感染症対策のほか、開設時の避難者受け入れ

手順や、避難所内での感染疑いのある方への対応方法などを掲載しており、災害対

策本部を担う職員及び各区長に事前に周知しております。 

  新型コロナウイルス感染症の感染者とその家族については、福岡県で対応するこ

とになっており、感染の疑いのある方については、公民館等の避難所では行わず、

町が対応する指定緊急避難場所や福祉避難所の別室等に隔離して避難していただく

よう定めております。 

  また、避難所における感染症対策の物品としてマスクやフェイスガード、消毒液、

除菌用品、非接触式の体温計、実測式の体温計、避難所に掲示する感染防止に関す

るポスターなど各行政区の避難場所、避難所及び体育館などの指定緊急避難場所に

配備しております。 

  早期に開設する体育館などの指定緊急避難場所や福祉避難所には、避難世帯の、

飛沫など防ぐためのパーテーション、床から飛沫防止や要配慮者などの避難環境を

整えるための簡易ベッド、感染の疑いがある方のトイレを分ける場合や要配慮者へ

のためのトイレが必要となった場合に使用する簡易トイレの配備を進めております。 

  災害対策本部においては、避難所担当者及び医療班の人員をふやし、警戒レベル

３（避難準備・高齢者等避難開始）以上を発令した際に、開設する指定緊急避難場

所に配置する職員を増員し、受け入れ態勢及び感染症対応力を強化しております。 

  あわせて、災害対策本部と担当職員との連携にスマートフォンアプリ「ラインワ

ークス」を活用し、避難所運営が円滑に行えるよう連絡体制も強化しております。 

  次に、二つ目の「分散避難への対応」についての御質問にお答えします。 

  町としても、避難とは、避難所に避難することが全てではなく、「難」を避ける

ことが重要と考えております。 

  議員御指摘のとおり、分散避難により避難所内の密を抑えることは感染症対策と

しても有効な手段と考えており、広報ささぐり６月号には避難所以外の避難方法と

して、在宅避難や車中泊、親戚や知人宅、ホテルや旅館などへの避難について掲載

するなど周知を図っているところでございます。 

  現在、篠栗町防災マップの改定作業を進めております。町内の危険カ所や防災に

関する情報の更新に加え、分散避難も含めた避難に関する情報についても掲載を予
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定しているところでございます。また、本年度から各区区長の推薦で地域防災リー

ダー養成講座を受講される方への補助金を創設いたしました。この、防災士育成の

取り組みで自主防災組織の活性化を図り、適切な避難も含めた防災について考えて

いただける機会を増やしてまいります。 

  最後の「福祉避難所の現状について課題や改善策について」の御質問お答えしま

す。篠栗町にはオアシス篠栗と福岡県社会教育総合センターの２カ所の福祉避難所

を指定しております。 

  福祉避難所には、一般の避難所では生活に支障をきたす方で、特別な配慮が必要

な「要配慮者」が利用できる避難所となっております。 

  オアシス篠栗における課題は、要配慮者の避難を受ける際のベッド数が少ないこ

とがありましたが、簡易ベッドを購入したことによりまして、より多くの要配慮者

の受け入れが可能となりました。 

  しかしながら、社会教育総合センターにつきましては、災害時に福祉避難所とし

て利用できるよう協定を交わしているところではございますが、通常、当該施設に

は研修などが行われ、県が利用許可を出すには研修受講者との調整が必要となり、

早急な開設ができない状況にあります。 

  あわせて、町でも当施設への要配慮者を受け入れるための人員の配置、物資の搬

入など開設まで多くの準備と時間が必要な状況であります。 

  そのため、現状では、オアシス篠栗を早急に開設し、その後状況が整い次第、社

会教育総合センターを福祉避難所として開設する運用を行っております。 

  今後は、新たな福祉避難所の設置も検討しながら、さらなる避難環境改善、多様

な要配慮者に対応できるよう、人員の配置や増員などについても検討してまいりま

す。 

  以上でございます。 

○議長（阿部 寛治） 再質問ございますか。 

  はい、どうぞ。 

○議員（品川 静） ありがとうございます。 

  避難所の感染予防をするということだと、通常、今までの定員数が減ってしまっ

ているのではないかと思うんですが、あふれてしまう方への対応と、あと車中泊と

なると、車を安全にとめられる場所などの提供も必要になってくると思うのですが、

具体的にその辺も検討されている場所等はもう既にあるのかを聞かせいただけます

か。 
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○議長（阿部 寛治） はい、総務課長。 

○総務課長（立花 博友） 現在といいますか、今まで、町で避難所にこられた方の

人数等を考えますと、十分に対応できる広さはあると思います。体育館等でもあり

ますし、「分散」という形になっても十分対応できるのではないかと思っておりま

す。 

  車中泊ということになりますと、体育館等の駐車場もございますので、そちらで

ある程度はなるのかなと思います。ただし、今回の台風とかになりますと、車中泊

はかなり厳しいかと思いますので、できる限り、体育館、そういうところで開設す

る中で対応していきたいというふうに考えております。 

  現状で考えますと、ある程度体育館等で広さがございますので、その中で現状的

には考えているところでございますが、今回の台風に関しましては、どれくらいの

方が避難されるかが、全くまだ見えない状況にございますので、そのあたり、人数

等も含めまして開設する避難所を増やしていったりというふうに対応していきたい

と考えております。 

  以上でございます。 

○議長（阿部 寛治） はい、どうぞ、再質問。 

○議員（品川 静） ありがとうございます。 

  今、経験のない複合災害に備えるためには、新しい視点というものも必要になっ

てくるので、防災に対応できる人材育成というのが私もとても必要だと思っていま

す。 

  先ほど防災士育成の事業のお話がありましたが、以前、まちづくり課と女性消防

隊の皆さんで防災塾をされたと思うんですが、その終了者の方って、この事業のこ

とを、助成金が出るとかを知らなかったみたいで、私も最終日参加させていただい

たんですけど、皆さんとても意欲的に安全な地域づくりに貢献したいというお気持

ちで集まられている女性がすごく多くて感心をしたんですが、そういう素養のある

方の起用ということで、そこに直接情報がいってなかったのはすごい残念だなと思

ったのと、防災塾以降、防災事業に関して、その終了者の方に何かお手伝いしてい

ただいたり、起用されたり、フォローしたりということがあったのかというのをお

聞かせていただいてもよろしいですか。 

○議長（阿部 寛治） はい、総務課長。 

○総務課長（立花 博友） 今回、補助金という形での分に関しましては、区長会か

ら、かなりこういうふうに地域で防災をやりたいというお話がございました。その
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中で、その中から補助金を使ってということで今回、防災に関しては、 

すいません、マスクをとらさせていただきます。 

  今回、区の中で、その中で担っていただくということで、区長さんの推薦をいた

だいて受講していただければということでお願いしているところでございます。 

  そういった方が、今回３０名近くの方が受講されたいということが出ております

ので、その受講される方も含めまして、今までそういった方の対応をやってきてな

かったところもありますので、今後、一緒になってできるようなところで、そのあ

たりを活用というか、皆さんと一緒になってやっていくような方法を考えたいと思

います。 

  以上でございます。 

○議長（阿部 寛治） はい、どうぞ品川議員。 

○議員（品川 静） ありがとうございます。 

  例えばですね、彼女たちが防災士でなくても、いろんな素養をお持ちなので、防

災教育という事で、母親目線であったり、いろんな目線で、女性の目線というのが、

今避難所に必要とも言われてますので、ぜひそういう防災教育の担い手とかいうふ

うな感じで、町に防災の知識が広がって災害に強い地域づくりというのにもつなが

っていくのではないかと私は個人的にも期待しておりますので、あとは、また先人

の人たちが実際経験してきたその経験値ですね「大雨が降ったら水の道がここにで

きるんだよ」という話を私も伺ったことがあって、そういったその防災文化みたい

なもの、そういったものも、知恵として、町の財産だと思うので、多様な方の人材

を防災対策に生かして、より一層防災に強いまち篠栗町というふうになっていてほ

しいなと思っておりますので、そちらを要望させていただいて終わりたいと思いま

す。 

  ありがとうございました。 

○議長（阿部 寛治） 質問順位６番、藤木高裕議員。 

○議員（藤木 高裕） 皆様こんにちは。 

  議席番号１番藤木高裕です。 

  町長はじめ執行部の方は、日ごろの業務に加えて、コロナ禍での対応対策、非常

に大変かと思います。まずもってその御苦労に感謝申し上げます。 

  今、日本や世界中に猛威をふるっているコロナウイルスであります。今までの常

識が崩れ、新しい生活様式が誕生しています。経済がコロナの影響で悪化していき、

先の見えない状態が続くこういう時だからこそ新しいことに挑戦していく姿勢が大
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切だと思っております。 

  さて、私の質問でありますが、ＩＣＴ環境の強化に伴う教育改革についてです。 

  ＧＩＧＡスクール構想のキャッチコピー「令和時代のスタンダードとして１人１

台の端末環境」今や、子どもたちにとってＰＣ端末は鉛筆やノートと並ぶマストア

イテムとなっております。 

  「社会を生き抜く力を育み子どもたちの可能性を広げる場所である学校が、時代

に取り残され世界からも遅れたままではいけません」と文部科学大臣のメッセージ

で始まります。 

  ＯＥＣＤ経済協力開発機構が２０１８年度に参加国の生徒にＩＣＴ活用について

調査した、生徒の学習達成度調査において、日本では学校外でのインターネットの

利用時間はＯＥＣＤ平均を超える一方で、コンピューターを使って宿題をする頻度

がＯＥＣＤ加盟国中最下位という結果をして示しております。 

  同じく、教員を対象に実施した国際教員指導環境の結果によれば、我が国の教員

が学校で児童生徒に課題や学級での活動にＩＣＴを活用させる割合は２０％になっ

ておらず、参加国４８カ国中の中で、最下位レベルという結果が示されております。 

  これらの結果から日本では、子どもたちにとっても学校現場にとっても言い換え

れば、社会全体が学習のためにＩＣＴを活用するという認識が極めて低いこと、そ

の結果、特に学校における利活用が世界から大きく後塵を拝しているという状況に

至っています。 

  その弱さが露呈したのが、ことしの４月であったと思います。同月１６日の文部

科学省の全国調査によると同時方向のオンライン指導実施する自治体は５％にとど

まっておりました。 

  ただ、世界の国々からＩＣＴでの教育が遅れているということは、言いかえれば

それだけに伸びしろも多くあるということです。 

  今回、国を挙げての一大事業となるこのギガスクール構想この実現には、各自治

体の首長の皆様のリーダーシップが不可欠であるとメッセージを結んでいます。 

  ぜひ我が町でも率先して取り組んでいただきたいと願っております。 

  このギガスクール構想、子どもたちの教育面の向上ばかりではなく、教員の授業

準備や成績処理等の負担軽減にも資するものであり、学校における働き方改革にも

つながると書かれております。 

  まず１点目は、教員の業務でどんなものが効率化すると考えられるかお尋ねしま

す。 
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  次にこのＩＣＴ教育の強化に向けて、教員の方の研修や講習のサポート、町とし

てのフォローやバックアップ体制などについて実施または計画されているかを尋ね

ます。 

○議長（阿部 寛治） はい、教育長。 

  答弁をお願いします。 

○教育長（太郎良 順一） 藤木議員のＧＩＧＡスクール構想での教員へのサポート

について、二つの御質問にお答えいたします。 

  一つ目の御質問は、ＧＩＧＡスクール構想の実現により教員の業務でどのような

ものが軽減されると考えるかというお尋ねでございます。 

  ＩＣＴの活用を教職員の業務との関連で考える際には、それによって教職員の働

き方をどのように改革できるかという視点が必要となります。 

  文部科学省は平成２８年３月に校務支援システムの導入運用の手引を出し、教育

の情報化を推進しています。 

  手引には校務支援システムの導入によって、教職員の業務負担軽減と教育の質的

向上が見込まれるとしています。 

  これを受けて、先進的に取り組んでいる自治体では、総合型校務支援システムを

導入しています。 

  総合型校務支援システムには学籍管理出欠管理、成績管理、児童制度情報管理、

教育課程管理、保健管理、危機管理、グループウェアなど、さまざまな機能がパッ

ケージされています。 

  また、児童生徒個々の情報は、さまざまな帳票にリンクすることができるので入

力作業を軽減することができます。 

  成績処理においても、評価と評定の関連づけが機械的に行われるなど、処理時間

の短縮化が図られています。 

  このように今後ＩＣＴの導入運用を加速していくことで、さまざまな校務の負担

を軽減することができると考えています。 

  二つ目の御質問は、町としての、教員への研修や講習など、フォローやバックア

ップ体制についての御質問でございます。 

  本町におきましては、現在におきましても、ＩＣＴの有効な活用方法、授業改善

に向けて定期的に校内・校外研修を行い、教員の資質向上に取り組んでいます。 

  藤木議員の御指摘のようとおり今回のＧＩＧＡスクール構想により、１人１台パ

ソコンや校内ネットワークの高速化が実現すれば、教員には、さらなるＩＣＴ活用
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能力の向上が求められるところでございます。 

  したがいまして、教育委員会といたしましても、さらなる研修体制の強化・充実

を図るとともに、ＩＣＴ支援員の配置などを含め、多様な視点から検討してまいり

たいと存じます。 

  以上でございます。 

○議長（阿部 寛治） 再質問ございますか。 

  はい、どうぞ。 

○議員（藤木 高裕） ありがとうございます。 

  この総合型校務支援システムを導入する予定であるんですか、それとも、そうい

ったものがあるということを検討されるということですか。 

○議長（阿部 寛治） はい、教育長。 

○教育長（太郎良 順一） 今、既に糟屋地区内においても、先進的に総合型校務支

援システムを導入している町はございます。 

  ただまだ十分システムそのものが、まだ開発が必要な部分というふうな部分もご

ざいますので、その状況を見ながらできるところから進めていきたいというふうに

思っています。 

  この総合型校務支援システムというのは、そういう、プログラムを、パソコンの

中に導入して、そしてそれを使って、全ての教職員が仕事をしていくというような

ものでございます。 

  既に役場庁内においては、そのようなシステムが取り入れられており、今それぞ

れの業務がそれによってなされているというところでございますので、この、学校

においても同様のシステムを導入するということで、これは前向きに検討してまい

りたいというふうに思います。 

  ただ、国の調査の中にもあるんですが、やはりかなりの財政的な背景というのが

必要でございますので、これを確保しないといけないというふうなこととあわせて、

糟屋地区は、教職員の人事異動が大体糟屋地区内で行われますので、広域で、同様

のシステムが導入できれば、より効率化が図れるのではないかというふうに考えて

おります。 

○議長（阿部 寛治） 再質問ですか。 

  ２問目ですか、はいどうぞ。 

  これで１問目は終わりますと言ってください。 

○議員（藤木 高裕） １問目は終わります。 
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  では、次の質問に移ります。 

  コロナ禍でのオンライン教育について質問します。 

  全国各地でクラスターが起こっている今、いつ篠栗町でも起こってもおかしくな

いのが現状です。 

  夏も過ぎ、いよいよ入試控える受験生が本腰を入れて勉強していく時期です。緊

急事態宣言の中、ほとんどの学校が授業を行わず、プリントでの課題を出し、学校

再開後急ピッチで事業を進めているのが現状です。もしこの時期また２週間以上長

期休校を余儀なくされた受験生の場合、さらに教育の格差が広がることが懸念され

ます。 

  そこで今回、コロナの感染によって２週間以上学校が休校になった場合、各教科

の学習はどのように進める予定ですか。また、オンライン教育の教育実施の準備は

行っていますか、以上２点をお聞きします。 

○議長（阿部 寛治） はい、答弁をお願いします。 

  教育長。 

○教育長（太郎良 順一） オンライン教育の実施についてお答えします。 

  藤木議員のオンライン教育の実施についての二つの御質問にお答えします。 

  まず第１点の「今後２週間以上学校が休校になった場合、各教科の学習はどのよ

うに進める予定なのか」との質問でございます。 

  今後新型コロナウイルス感染が拡大し、２週間以上の臨時休校を余儀なくされた

場合にはその時点で、パソコンの配備やネットワーク環境の整備が進んでいない状

況であれば、前回の休校と同じように、教科書や課題のプリント、ワークブック等

による家庭学習が中心となると考えられます。 

  また、文部科学省や福岡県教育委員会では、子どもの学びを支援するため、イン

ターネットで視聴できる教育コンテンツの提供を行っています。そしてその内容も

充実したものとなっています。このようなものも活用いたします。 

  また中学校では、個人のスマートフォンを学校に持ち込ませて、オンラインによ

る事業の検証を行うなど、今後の対応のための研究を行っております。つまり、各

個人のスマートフォンを介してオンライン授業をするというようなことができない

かどうかというような研究をしているということでございます。 

  今後、長期の臨時休校を余儀なくされた場合には、さまざまな方法により学習を

進められるように考えているところでございます。 

  ２点目は「オンライン教育の実施予定はあるのか」との質問でございます。 
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  現在、１人１台パソコンの配備、構内通信ネットワークの整備を進めているとこ

ろでございますが、本年度内の早期にこれを完了させることは困難な状況にござい

ます。 

  しかし、パソコンが配備され、必要な通信環境が整い、教員に対する一定の研修

を行えば、オンラインによる事業も可能となってまいりますので、準備を進めてま

いりたいと思っております。 

  以上でございます。 

○議長（阿部 寛治） 再質問ございますか。 

  はい、どうぞ、藤木議員。 

○議員（藤木 高裕） 私の一考えではあるんですけど、何かが整ってからやるのは

少し遅いのかなと思います。 

  やはりこういったオンラインでの授業などは、やりながら学んでいくことが多い

と思うんです。なので、ぜひ手探りであるとは思うんですけど、そのスマートフォ

ンの普及率を見て、オンラインでできるところは１回、この災害が多い今の現状を

見ますと、やはり一度試して、その学校内ではなく遠隔で、家庭内でオンライン授

業ができるかどうかを試してやっていくのが、そしてノウハウをつけていくのが理

想だと思うんですが、教育長の見解を求めます。 

○議長（阿部 寛治） はい、教育長。 

○教育長（太郎良 順一） さきほどもお答えしましたように、ある学校においては、  

スマートフォンの活用状況、あるいはＷｉ－Ｆｉの環境状況というのを確認をして

いるところでございます。 

  それで今「Ｚｏｏｍ」を使った会議等も行われておりますし、本年度になって、

教育長会そのものが１度も開かれておらずに、９月の教育長会は、「Ｚｏｏｍ」で

行うというような、そういうお知らせが来ているところでございますので、そうい

うふうなものを、試行的に進めながら、できるところでやっていくというような、

今、研究なり工夫なりをしようとしているところで、先進的にやっている学校の具

体例を他校でも活用するというふうなことは、今後考えられるんじゃないかと思っ

ています。 

  ただ、小学校１年生からそれができるかどうかというふうなことについては、非

常にこれは疑問の部分がありますが、ただそういうスマートフォンを使いこなすこ

とができるのは、もう既に小学校１年生でも十分できるので、その実態を把握しな

がら進めてまいりたいと思います。 
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○議長（阿部 寛治） はい、どうぞ。 

○議員（藤木 高裕） 先の時代を見通せない時代だからこそ、私はそこにチャンス

があると思っています。今この時代だからこそ、教育熱心な方は多くいらっしゃい

ます。篠栗町がその新しい教育に意欲的に取り組めばそれだけで、町のＰＲになっ

ています。 

  ある自治体は、オンラインの授業をＰＲしただけで、テレビの取材が来たりした

と聞いております。 

  ＩＣＴを生かした教育と、この自然豊かな環境、これほど条件が整う町は、ほか

にはないと思っています。 

  共に町に生きる者として、次の時代につながるものを残してほしいと述べ、私の

質疑を終わります。 

○議長（阿部 寛治） 今長谷武和議員。 

○議員（今長谷 武和） 議席番号８番の今長谷でございます。 

  まず初めに、新型コロナウイルス定額給付金受付支払い手続におきましては、篠

栗町は迅速な対応していただきまして、本当にありがとうございました。町民の

方々からも感謝の言葉をたくさん聞いております。また、職員の方々は長期間大変

お疲れさまでございました。前者の質問者と、重複した質問があるかと思いますが、

よろしくお願い申し上げます。 

  これまで経験したことのない新型コロナウイルス感染症について、国県の対策や

町独自の対策などが実施されてまいりましたが、ここに来て感染拡大傾向にあり、

連日、糟屋郡内の感染者の報道がなされております。既に糟屋郡内の感染者数は、

福岡市、北九州市に次ぐ３番目であり、２３０名以上となっております。篠栗町内

でも院内クラスターが発生しております。 

  まだまだ先が見えない現状の中、今後の短期及び長期にわたる町の取り組みが必

要と考え、次の質問をいたします。 

  一つ目、昨今の異常豪雨災害や台風、いつ起こるかわからない複合災害に対する

準備も必要と考えます。災害時の避難所での感染対策はどのように考えられておら

れますか。 

  二つ目、高齢者世帯に対しての新型コロナウイルス感染症対策関連の詐欺事件等

の防犯対策を、例えば区長、民生委員等の関係機関と連携し、防犯体制をとる必要

があると思いますがいかがでしょうか。 

  三つ目、政府からの地方創生臨時交付金を資源に町独自の経済対策を実施され、
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対象店舗企業の方から感謝の声が聞かれます。しかしコロナウイルスが長期化して

おり、さらなる対策が必要かとは思います。 

  特に飲食店、観光、宿泊事業者に対してさらなる支援が必要と思いますが、いか

がでしょうか。 

  以上、町長のお考えをお願いいたします。 

  関連したことで、次に、さらに、保育所、幼稚園、学校で感染者が発生した場合

の対策マニュアル（例えば休園、休校、保護者、子どもさんへの心身のケア、園

内・学校などの消毒等）の作成はされてありますか。 

  ５番目、新型コロナウイルス感染防止で約２カ月間以上に及び小中学校が休校と

なりました。夏休みの短縮で１カ月程度はカバーできておりますが、学校教育施行

規則で定めてあります小・中学校が満たすべき標準授業時数をどのようにカバーさ

れますか。 

  この、二つにつきましては教育長にお願いいたします。 

  以上でございます。 

○議長（阿部 寛治） それぞれ答弁をお願いします。 

  はい町長。 

○町長（三浦 正） 今長谷武和議員の新型コロナウイルスに伴う対応と対策はとい

う御質問に、最初の三つの部分を私のほうから、お話申し上げます。 

  新型コロナウイルス感染の拡大防止に向けては、国の大きな方針のもと、県、市

町村が一体となって取り組んでいるところでございます。 

  篠栗町におきましても、第２回定例会に加え、３回の臨時会の開催をお願いし、

そのときに応じたさまざまな対策のための予算審議を経て諸施策を実施してきたと

ころでございます。 

  しかしながら、取り組みが決定したものの、その後の感染拡大傾向や福岡県にお

ける取り組みに歩調を合わせていくことなどから、そういった試行錯誤の中での対

応であることは否めないところでございます。 

  まさに、今長谷議員のおっしゃるとおり、まだまだ先が見えない現状の中で、今

後も短期的及び長期的にわたる町の取り組みが必要であると私も実感しているとこ

ろでございます。 

  そうした点を踏まえ、御質問の各項目につきましては、１と２につきましては総

務課長が、３につきましては産業観光課長が答弁いたしますのでよろしくお願いい

たします。 
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○議長（阿部 寛治） 総務課長。 

○総務課長（立花 博友） はい、それはまず一つ目の災害時の避難所での感染症対

策についての御質問にお答えします。 

  品川議員の御質問の答弁と重複いたしますが、お答えいたします。 

  町では、国や県の指針に基づいて感染症に対する具体的な対応策をあらかじめ示

した「篠栗町避難所運営マニュアル（別冊新型コロナウイルス感染症対策版）」を

出水期前の５月に策定しました。 

  このマニュアルには避難所内での感染症対策のほか、開設の避難者受け入れ手順

や、避難所内での感染の疑いのある方への対応方法などを掲載しております。 

  災害対策本部を担う職員及び各区長に事前に周知いたしております。 

  新型コロナウイルス感染症の感染者とその家族については、福岡県で対応するこ

ととなっており、感染の疑いのある方については、公民館等の避難所では行わず、

町が対応する指定緊急避難場所や福祉避難所で別室や別棟に隔離して避難していた

だくよう定めております。 

  また、避難所において感染症対策の物品としてマスクやフェイスガード、消毒液、

除菌用品、非接触式体温計、実測式の体温計、避難所に掲示する感染防止に関する

ポスターなどを各行政区の避難所及び体育館などの指定緊急避難場所に配備いたし

ました。 

  あわせて、早期に開設する体育館などの指定緊急避難場所や福祉避難所には避難

世帯の飛沫などを防止するためのパーテーション、床からの飛沫防止や要配慮者な

どの避難環境を整えるための簡易ベット、感染の疑いがある方のトイレを分ける場

合や、要配慮者のためのトイレが必要になった場合に使用する簡易トイレの配備を

現在進めております。 

  さらに、災害対策本部における避難所担当及び医療班の人員を増やし、警戒レベ

ル３（避難準備・高齢者等避難開始）以上を発令した際に開設する指定緊急避難場

所に配置する職員を増員し、受け入れ体制及び感染症対応力を強化しております。 

  あわせて対策本部と担当職員との連絡をスマートフォンアプリ「ラインワーク

ス」を活用し、避難所運営が円滑に行えるよう連絡体制も強化しております。 

  二つ目の高齢者に対しての新型コロナウイルス感染症対策関連の詐欺防犯対策、

防犯体制への御質問についてお答えいたします。 

  町では、県・警察その他からの情報があった場合は、毎月開催される区長会にお

きまして、その情報をお伝えすることといたしております。 
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  また必要に応じて広報に掲載するほか、回覧版で情報提供を行っているところで

ございます。 

  また、篠栗町民生委員・児童委員協議会定例会に、事務局として福祉課職員が同

席しております。 

  この定例会におきましても、必要に応じて、行政情報を提供させていただいてお

ります。 

  この中で、高齢者世代を狙った新型コロナウイルス給付金詐欺などの防犯対策に

ついても７月定例会で各民生委員・児童委員の担当地域において注意喚起をお願い

したところでございます。 

  今後におきましても、県や警察その他から情報提供があった折には区長会や民生

委員・児童委員会委員等の関連機関と速やかに連携いたしまして、地域防犯体制の

構築に努めたいと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（阿部 寛治） はい、どうぞ答弁してください。 

○産業観光課長（井上 勝則） 私のほうより３番目の新型コロナウイルス長期化に

伴うさらなる対策につきましての御質問にお答えいたします。 

  新型コロナウイルス感染症対策につきましては、町としましても、さまざまな分

野に対し支援や対策を行っております。 

  その中において、経済対策など産業分野につきましては、すでに終了した事業に

対しましては、デリバリー・テイクアウト促進事業、小規模事業者緊急支援補助金、

また、現在継続中の事業としましては、９月末が申請締め切りの感染症予防対策費

補助金、その他の事業としまして、宿泊促進事業、プレミアムつき商品券事業、素

材生産事業などを行っております。 

  しかし、新型コロナウイルス感染拡大の報道が続きウィズコロナ、アフターコロ

ナといった新しい生活様式の転換が求められる中、議員御質問の飲食店や宿泊事業

者といった規模は小さく、急な対応が難しい事業所にとりましては厳しい状況が続

いております。 

  そのため、新たに８月より主として店内での飲食を支援する「ささグルメ」とい

う飲食店支援事業を行う予定でしたが、福岡県下における７月末の急激な罹患者の

増加に伴い、急遽事業の延期を決定いたしました。 

  該当飲食店や町民の皆様に混乱を招いたことにつきましておわびを申し上げます。 

  ただ、宿泊促進事業につきましては、篠栗町旅館組合と協議しまして、事業期間
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を１１月末までと延期することに決定いたしました。 

  「ささグルメ」につきましても、事業実施の適期を判断した上で行う予定といた

しております。 

  その他、店舗を継続していくために必要な支援を検討したいと考えておりますの

でよろしくお願いいたします。 

○議長（阿部 寛治） 教育長。 

○教育長（太郎良 順一） それでは、私のほうから４番目と５番目の質問にお答え

いたします。 

  まず４番目の御質問は「保育所・幼稚園・学校で感染者が発生した場合の対策マ

ニュアルの作成をしているか」というお尋ねでございます。 

  篠栗町新型コロナウイルス感染症対策本部におきましては、町内の各施設の新型

コロナウイルス感染症が発生した場合の対応については、各施設でマニュアルを作

成し、利用者へ公表することとしており、小中学校幼稚園においては、文部科学省

のガイドラインに沿って統一マニュアルを、また保育所においてもそれぞれマニュ

アルを作成し、利用者に公表しているところでございます。マニュアルでは、本人

または家族が陽性となった場合、濃厚接触者となった場合、発熱等の症状が見られ

る場合等、状況に応じて対応を定めているところでございます。また、保護者や子

どもの心身のケアに関しましても、感染した方々への差別誹謗中傷が起こらないよ

うに、各学校で人権学習を実施しているほか、マニュアルにも記載し、保護者への

啓発も行っているところでございます。 

  次に、５番目の質問は、小・中学校が長期休業となったが、標準授業時数をどの

ようにカバーするのかというお尋ねでございます。 

  夏休みの短縮だけでは、学習指導要領に基づく標準授業時数をカバーできないの

ではないかという御質問ですが、各小中学校では、夏休みの短縮学校行事の見直し、

７時間授業の授業日の設定等により標準授業時数は確保できる見込みであります。 

  また、本年７月１７日の文部科学省通知「学校の授業における学習活動の重点化

にかかわる留意事項」におきましては、コロナ禍における子どもたちや教員の負担

を鑑み、「学習指導要領において指導する学年が規定されている内容を含め、次学

年または次学年に移して、教育課程を編成することができる」とされております。 

  これらのことを踏まえ、各校で計画的に授業時数を確保し、教育課程を編成して

いるところでございます。 

  以上です。 
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○議長（阿部 寛治） 再質問。 

  はい、今長谷議員。 

○議員（今長谷 武和） はい、ありがとうございます。 

  コロナウイルス感染を増大しないためにも、持ち込まないことが１番だと思いま

す。そのためにはやはり学校、幼稚園、公共施設に、例えば自動の体温計なんかを

置けばですね、持ち込みが半減するとは思いますけど、そういうふうな、自動体温

計をもっとふやすようなお考えはないでしょうか。 

○議長（阿部 寛治）  はい、どうぞ。 

○教育長（太郎良 順一） コロナ感染症予防対策については、既に、補正予算を組

んでいただいているというところでございます。 

  それで、体温計につきましては、各学校で十分準備できている状況にあるんでは

ないかというふうに思います。 

  ただ非接触型の体温計ということであるとかですね、あるいは、もっと機械的な

ものについてはですね、現時点では必要ないんではないかというふうに、非接触型

は準備をしておりますが、というところでございます。 

  なお、小中学校におきましては、基本的に朝、検温して登校してくるということ

で、それの徹底も、今進めているところでございます。 

○議長（阿部 寛治） はい、どうぞ。 

○議員（今長谷 武和） 早急の新型コロナウイルスの収束を願って質問を終わりま

す。 

  以上でございます。 

○議長（阿部 寛治） 以上で本日の日程は全て終了いたしました。 

  これをもちまして散会といたします。 

散会 午後１時４６分 
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開会 午後１時４６分 

○議長（阿部 寛治） 本日、会期の変更を議会運営委員会で話し合いました。 

  皆さん御存じのとおり、特別警報級の台風１０号が日曜日から月曜日にかけて最

接近するため、月曜日以降の会期日程を変更したいと思います。 

  ７日（月曜日）については休会とし、８日（火曜日）は条例審査、９日（水曜

日）は決算認定、１０日（木曜日）は決算認定及び補正予算審査、１１日（金曜

日）は予備日、そして、１４日（月曜日）を採決としたいと思いますが、これにご

異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（阿部 寛治） 異議なしと認め、そのように決定いたします。 

  以上で、散会します。 

散会 午後１時４７分 
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開会 午後３時４２分 

 ○議長（阿部 寛治） 今、緊急の議会運営委員会を開いてきました。 

  先日の台風で、会期日程を１１日を予備日に、１２日（土曜日）、１３日（日曜

日）を休会として、１４日（月曜日）に採決をすることを、皆さんと一緒に決定し

たわけでございますが、決算・予算特別委員会は予定どおり終了し、予備日をとる

必要がなくなりましたので、当初の予定どおり、明日１１日（金曜日）に採決を行

うことにしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

  よろしいでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（阿部 寛治） 異議なしと認めます。 

 では、明日が最終日になりますのでよろしくお願いします。 

  これをもちまして散会とします。 

散会 午後３時４５分 
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開会 午前１０時００分 

○議長（阿部 寛治） 皆さん、おはようございます。 

  本日は全員出席で、開議は成立いたします。 

  なお、執行部では、副町長が病気療養のため欠席しております。 

  本日の日程に入ります前に、９月４日に行いました一般質問において、質問内容

を精査するため、最終日まで時間をいただいておりましたので、その報告をさせて

いただきます。発言内容を慎重に検討し、一部文言及び字句等の訂正を行っており

ます。ご協力ありがとうございました。 

  以上、一般質問の内容についての報告といたします。 

  それでは、ただいまから本日の会議を開きます。 

  本日の日程は、タブレットに掲載の議事日程のとおりでございます。 

  これより日程に従い、議事を進めます。 

  日程第１、議案第５９号「専決処分の承認を求めることについて（専決第７

号）」〔令和２年度篠栗町一般会計補正予算（第５号）について〕を議題といたし

ます。 

  本案は、予算特別委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 

  古屋委員長。 

○予算特別委員長（古屋 宏治） 報告いたします。 

  議案第５９号「専決処分の承認を求めることについて（専決第７号）」 

  〔令和２年度篠栗町一般会計補正予算（第５号）について〕 

  本議案は、地方自治法第１７９条第１項の規定により、令和２年度篠栗町一般会

計補正予算（第５号）について、専決処分がなされたので、同条第３項の規定によ

りこれを報告し、議会の承認を求められたものであります。 

  予算の内容は、令和２年７月６日から７日にかけて発生した豪雨災害の復旧のた

め、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１,３４８万５,０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ１３５億５,５３１万５,０００円とする

ものであります。 

  地方債補正では、災害復旧事業債において、起債の限度額６１０万円を追加され

ております。 

  全員出席の予算特別委員会にて審査しておりますので、詳細につきましては、省

略いたします。 

  当委員会において慎重審査の上、採決の結果、全員賛成にて原案のとおり承認い
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たしております。 

  以上、報告を終わります。 

○議長（阿部 寛治） ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

  質疑なしと認めます。 

  次に、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  ないようですので討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

  本案に対する委員長の報告は、可決です。 

  本案を委員長報告のとおり、決定することに賛成の方は、ご起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（阿部 寛治） 全員賛成と認めます。 

  よって、議案第５９号は、委員長報告のとおり承認されました。 

  日程第２、議案第６３号「篠栗町長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の

制定について」を議題といたします。 

  本案は、総務建設委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 

  古屋委員長。 

○総務建設常任委員長（古屋 宏治） 報告いたします。 

  議案第６３号「篠栗町長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の制定につい

て」 

  本議案は、地方自治法等の一部を改正する法律の施行に伴い、町長等の損害賠償

責任の額を規定するために、本条例を制定することについて、議会の議決を求めら

れたものであります。 

  制定の主な内容は、町長若しくは委員会の委員若しくは委員又は町職員の町に対

する損害を賠償する責任を、町長等が職務を行うにつき、善意でかつ重大な過失が

ないときは、町長等が賠償の責任を負う額から、職責その他の事情を考慮して政令

で定める基準を参酌して、本条例で定める額を控除して得た額について免れさせる

旨を定めるものであります。 

  この条例については、公布の日から施行されます。 

  当委員会において慎重審査の上、採決の結果、全員賛成にて原案のとおり可決い

たしております。 

  以上、報告を終わります。 
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○議長（阿部 寛治） ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  質疑なしと認めます。 

  次に、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  ないようですので討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

  本案に対する委員長の報告は、可決です。 

  本案を委員長報告のとおり、決定することに賛成の方は、ご起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（阿部 寛治）  全員賛成と認めます。 

  よって、議案第６３号は、委員長報告のとおり可決されました。 

  日程第３、議案第６４号「住居表示の実施に伴う関係条例の整理に関する条例の

制定について」を議題といたします。 

  本案も、総務建設委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 

  古屋委員長。 

○総務建設常任委員長（古屋 宏治） 報告いたします。 

  議案第６４号「住居表示の実施に伴う関係条例の整理に関する条例の制定につい

て」 

  本議案は、住居表示の実施に伴い、関係条例について所要の規定を整備するため、

本条例を制定することについて、議会の議決を求められたものであります。 

  制定の主な内容は、実施区域内で変更となる住所について、改正を行うものであ

ります。 

  この条例については、令和２年１０月１０日から施行されます。 

  当委員会において慎重審査の上、採決の結果、全員賛成にて原案のとおり可決い

たしております。 

  以上、報告を終わります。 

○議長（阿部 寛治） ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  質疑なしと認めます。 

  次に、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  ないようですので討論を終結し、ただいまから採決を行います。 
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  本案に対する委員長の報告は、可決です。 

  本案を委員長報告のとおり、決定することに賛成の方は、ご起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（阿部 寛治） 全員賛成と認めます。 

  よって、議案第６４号は、委員長報告のとおり可決されました。 

  日程第４、議案第６５号「篠栗町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する

条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。 

  本案も、総務建設委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 

  古屋委員長。 

○総務建設常任委員長（古屋 宏治） 報告いたします。 

  議案第６５号「篠栗町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部

を改正する条例の制定について」 

  本議案は、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行により、令

和２年４月１日から導入された会計年度任用職員制度について、条文中における引

用条の修正及び定義の明確化を図るため、本条例の一部を改正することについて、

議会の議決を求められたものであります。 

  改正の主な内容は、会計年度任用職員には想定されない特殊勤務手当の削除、フ

ルタイム会計年度任用職員の給与の支給に関する定義の明確化等について、改正を

行うものであります。 

  この条例については、公布の日から施行されます。 

  当委員会において慎重審査の上、採決の結果、全員賛成にて原案のとおり可決い

たしております。 

  以上、報告を終わります。 

○議長（阿部 寛治） ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  質疑なしと認めます。 

  次に、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  ないようですので討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

  本案に対する委員長の報告は、可決です。 

  本案を委員長報告のとおり、決定することに賛成の方は、ご起立願います。 

（賛成者起立） 
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○議長（阿部 寛治） 全員賛成と認めます。 

  よって、議案第６５号は、委員長報告のとおり可決されました。 

  日程第５、議案第６６号「篠栗町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。 

  本案は、文教厚生委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 

  栗須委員長。 

○文教厚生常任委員長（栗須 信治） 報告します。 

  議案第６６号「篠栗町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例の制定について」 

  本議案は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係

法律の整備に関する法律が施行され、市町村が条例で基準を定めるにあたっては、

放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令に基づ

き、放課後児童支援員の規定に関し、見直しを行うため、本条例の一部を改正する

ことについて、議会の議決を求められたものであります。 

  改正の主な内容は、放課後児童支援員の数に関する規定及び職員に関する経過措

置について、改正するものです。 

  なお、本条例は、令和２年４月１日から適用されます。 

  当委員会において慎重審査の上、採決の結果、全員賛成にて原案のとおり可決い

たしております。 

  以上、報告を終わります。 

○議長（阿部 寛治） ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  質疑なしと認めます。 

  次に、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  ないようですので討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

  本案に対する委員長の報告は、可決です。 

  本案を委員長報告とおり、決定することに賛成の方は、ご起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（阿部 寛治） 全員賛成と認めます。 

  よって、議案第６６号は、委員長報告のとおり可決されました。 

  日程第６、議案第６７号「篠栗町放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例の
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制定について」を議題といたします。 

  本案も、文教厚生委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 

  栗須委員長。 

○文教厚生常任委員長（栗須 信治） 報告いたします。 

  議案第６７号「篠栗町放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例の制定につい

て」 

  本議案は、入所及び保護者負担金に関する規定を篠栗町放課後児童クラブ条例施

行規則から削除し、本条例の規定として定めるため、本条例の一部を改正すること

について、議会の議決を求められたものであります。 

  改正の主な内容は、入所に関する規定及び保護者負担金に関する規定を追加する

ものです。 

  なお、本条例は、公布の日から施行されます。 

  当委員会において慎重審査の上、採決の結果、全員賛成にて原案のとおり可決い

たしております。 

  以上、報告を終わります。 

○議長（阿部 寛治） ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  質疑なしと認めます。 

  次に、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  ないようですので討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

  本案に対する委員長の報告は、可決です。 

  本案を委員長報告のとおり、決定することに賛成の方は、ご起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（阿部 寛治） 全員賛成と認めます。 

  よって、議案第６７号は、委員長報告のとおり可決されました。 

  日程第７、議案第６８号「篠栗町児童館設置条例の一部を改正する条例の制定に

ついて」を議題といたします。 

  本案も、文教厚生委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 

  栗須委員長。 

○文教厚生常任委員長（栗須 信治） 報告いたします。 

  議案第６８号「篠栗町児童館設置条例の一部を改正する条例の制定について」 
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  本議案は、職員に関する規定の変更を行うため、本条例の一部を改正することに

ついて、議会の議決を求められたものであります。 

  改正の主な内容は、児童館において業務をする者の名称を「職員」から「館の配

置者」へ、また、「児童厚生員」を「児童の遊びを指導する者」へ規定を改正する

ものです。 

  なお、本条例は、公布の日から施行されます。 

  当委員会において慎重審査の上、採決の結果、全員賛成にて原案のとおり可決い

たしております。 

  以上、報告を終わります。 

○議長（阿部 寛治） ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  質疑なしと認めます。 

  次に、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  ないようですので討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

  本案に対する委員長の報告は、可決です。 

  本案を委員長報告のとおり、決定することに賛成の方は、ご起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（阿部 寛治） 全員賛成と認めます。 

  よって、議案第６８号は、委員長報告のとおり可決されました。 

  日程第８、議案第６９号「篠栗町子ども医療費の支給に関する条例の一部を改正

する条例の制定について」を議題といたします。 

  本案も、文教厚生委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 

  栗須委員長。 

○文教厚生常任委員長（栗須 信治） 報告いたします。 

議案第６９号「篠栗町子ども医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例

の制定について」 

  本議案は、福岡県子ども医療費支給制度について、令和３年４月１日から制度改

正されることに伴い、子ども医療費の支給に関する条例準則が改正されたことから、

所要の規定を整備するため、本条例の一部を改正することについて、議会の議決を

求められたものです。 

  改正の主な内容は、子ども医療費の支給対象に「中学生の通院」を含めること及



－ 73 －

びこれに伴う規定の整備等を行うものであります。 

  なお、本条例は、令和３年４月１日から施行され、改正後の篠栗町子ども医療費

の支給に関する条例の規定は、施行日以後に受ける医療費について適用し、施行日

前に受ける医療費については、なお従前の例によります。 

  当委員会において慎重審査の上、採決の結果、全員賛成にて原案のとおり可決い

たしております。 

○議長（阿部 寛治） ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  質疑なしと認めます。 

  次に、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  ないようですので討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

  本案に対する委員長の報告は、可決です。 

  本案を委員長報告のとおり、決定することに賛成の方は、ご起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（阿部 寛治） 全員賛成と認めます。 

  よって、議案第６９号は、委員長報告のとおり可決されました。 

  日程第９、議案第７０号「篠栗町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の

運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とい

たします。 

  本案も、文教厚生委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 

  栗須委員長。 

○文教厚生常任委員長（栗須 信治） 報告いたします。 

  議案第７０号「篠栗町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」 

  本議案は、幼児教育・保育の無償化の施行による特定教育・保育施設及び特定地

域型保育事業の運営に関する基準の一部を改正する内閣府令の施行に伴い、特定教

育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準が改正され、関係する規

定について所要の整備を行うため、本条例の一部を改正することについて、議会の

議決を求められたものです。 

  改正の主な内容は、条例中「支給認定」を「教育・保育給付認定」に改めること、

子育てのための施設等利用給付に関する規定の追加及び副食費の保護者負担に関す
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る規定を改正するものです。 

  なお、本条例は、公布の日から施行されます。 

  当委員会において慎重審査の上、採決の結果、全員賛成にて原案のとおり可決い

たしております。 

  以上、報告を終わります。 

○議長（阿部 寛治） ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  質疑なしと認めます。 

  次に、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  ないようですので討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

  本案に対する委員長の報告は、可決です。 

  本案を委員長報告のとおり、決定することに賛成の方は、ご起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（阿部 寛治） 全員賛成と認めます。 

  よって、議案第７０号は、委員長報告のとおり可決されました。 

  日程第１０、議案第７１号「篠栗町重度障害者医療費の支給に関する条例の一部

を改正する条例の制定について」を議題といたします。 

  本案も、文教厚生委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 

  栗須委員長。 

○文教厚生常任委員長（栗須 信治） 報告いたします。 

  議案第７１号「篠栗町重度障害者医療費の支給に関する条例の一部を改正する条

例の制定について」 

  本議案は、福岡県重度障がい者医療費支給制度について、令和３年４月１日から

制度改正がされることに伴い、重度障がい者医療費の支給に関する条例準則が改正

されたことから、所要の規定を整備するため、本条例の一部を改正することについ

て、議会の議決を求められたものです。 

  改正の主な内容は、「障害者」の表記を改めること及び字句の整理を行うもので

あります。 

  なお、本条例は、令和３年４月１日から施行されます。 

  当委員会において慎重審査の上、採決の結果、全員賛成にて原案のとおり可決い

たしております。 
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  以上、報告終わります。 

○議長（阿部 寛治） ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  質疑なしと認めます。 

  次に、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  ないようですので討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

  本案に対する委員長の報告は、可決です。 

  本案を委員長報告のとおり、決定することに賛成の方は、ご起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（阿部 寛治） 全員賛成と認めます。 

  よって、議案第７１号は、委員長報告のとおり可決されました。 

  日程第１１、議案第７２号「篠栗町下水道条例の一部を改正する条例の制定につ

いて」を議題といたします。 

  本案も、文教厚生委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 

  栗須委員長。 

○文教厚生常任委員長（栗須 信治） 報告いたします。 

  議案第７２号「篠栗町下水道条例の一部を改正する条例の制定について」 

  本議案は、排水設備指定工事店の指定に係る申請に伴う審査及び指定工事店証、

工事責任技術者証の登録に係る証交付について、手数料を徴収することに伴い、本

条例の一部を改正することについて、議会の議決を求められたものです。 

  改正の主な内容は、指定工事店の審査手数料の新設及び指定工事店証、工事責任

技術者証交付手数料の改正を行うものであります。 

なお、この条例は、令和２年１０月１日から施行されます。 

  当委員会において慎重審査の上、採決の結果、全員賛成にて原案のとおり可決い

たしております。 

  以上、報告を終わります。 

○議長（阿部 寛治） ただいまの委員長の報告に対して、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  質疑なしと認めます。 

  次に、討論を行います。 

  討論はありませんか。 
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  ないようですので討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

  本案に対する委員長の報告は、可決です。 

  本案を委員長報告のとおり、決定することに賛成の方は、ご起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（阿部 寛治） 全員賛成と認めます。 

  よって、議案第７２号は、委員長報告のとおり可決されました。 

  日程第１２、議案第７３号「篠栗町私立幼稚園の授業料等の減免に関する条例を

廃止する条例の制定について」を議題といたします。 

  本案も、文教厚生委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 

  栗須委員長。 

○文教厚生常任委員長（栗須 信治） 報告いたします。 

  議案第７３号「篠栗町私立幼稚園の授業料等の減免に関する条例を廃止する条例

の制定について」 

  本議案は、令和元年１０月の幼児教育無償化に伴い、幼稚園の授業料等が無償に

なったことにより、本条例はその目的を終えたため、廃止することについて、議会

の議決を求められたものです。 

  なお、この条例は、公布の日から施行されます。 

  当委員会において慎重審査の上、採決の結果、全員賛成にて原案のとおり可決い

たしております。 

  以上、報告を終わります。 

○議長（阿部 寛治） ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  質疑なしと認めます。 

  次に、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  ないようですので討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

  本案に対する委員長の報告は、可決です。 

  本案を委員長報告のとおり、決定することに賛成の方は、ご起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（阿部 寛治） 全員賛成と認めます。 

  よって、議案第７３号は、委員長報告のとおり可決されました。 

  日程第１３、議案第７４号「財産の処分の変更について」を議題といたします。 
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  本案は、総務建設委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 

  古屋委員長。 

○総務建設常任委員長（古屋 宏治） 報告いたします。 

  議案第７４号「財産の処分の変更について」 

  本議案は、平成３１年３月１８日平成３１年第１回篠栗町議会定例会で議決され

た議案第１７号財産の処分について、現地を測量した結果、面積の変更が生じたた

め、篠栗町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条

の規定に基づき、議会の議決を求められたものであります。 

所在地「篠栗町大字津波黒字髙辻３４６番５外１筆のうち」を「篠栗町彩り台３

４６番１０」に変更。面積「８,４３４平方メートル」を「８,３５９.９２平方メ

ートル」に変更。売却額「金４億円」を「金３億９,６２６万２０８円」に変更す

るものです。 

  当委員会において慎重審査の上、採決の結果、全員賛成にて原案のとおり可決い

たしております。 

  以上、報告を終わります。 

○議長（阿部 寛治） ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  質疑なしと認めます。 

  次に、討論を行います。 

  ないようですので討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

  本案に対する委員長の報告は、可決です。 

  本案を委員長報告のとおり、決定することに賛成の方は、ご起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（阿部 寛治） 全員賛成と認めます。 

  よって、議案第７４号は、委員長報告のとおり可決されました。 

  日程第１４、議案第７５号「令和元年度篠栗町一般会計歳入歳出決算の認定につ

いて」を議題といたします。 

  本案は、決算特別委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 

  栗須委員長。 

○決算特別委員長（栗須 信治） 報告いたします。 

議案第７５号「令和元年度篠栗町一般会計歳入歳出決算の認定について」 

  本議案は、地方自治法第２３３条第３項の規定により、令和元年度篠栗町一般会
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計歳入歳出決算を監査委員の意見を付けて、議会の認定を求められたものでありま

す。 

歳入総額１１１億７,６０４万７,９９７円、歳出総額１０６億３,４３０万４,７

９１円、歳入歳出差引額５億４,１７４万３,２０６円です。 

  翌年度へ繰越すべき財源は、繰越明許費繰越額８万６,０００円。実質収支額は、

５億４,１６５万７,２０６円です。 

  全員出席の決算特別委員会にて審査しておりますので、詳細につきましては、省

略いたします。 

  当委員会において慎重審査の上、採決の結果、全員賛成にて原案のとおり認定い

たしております。 

  以上、報告を終わります。 

○議長（阿部 寛治） ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  質疑なしと認めます。 

  次に、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  ないようですので討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

  本案に対する委員長の報告は、認定です。 

  本案を委員長報告のとおり、決定することに賛成の方は、ご起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（阿部 寛治） 全員賛成と認めます。 

  よって、議案第７５号は、委員長報告のとおり認定されました。 

  日程第１５、議案第７６号「令和元年度篠栗町国民健康保険特別会計歳入歳出決

算の認定について」を議題といたします。 

  本案も、決算特別委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 

  栗須委員長。 

○決算特別委員長（栗須 信治） 報告いたします。 

  議案第７６号「令和元年度篠栗町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて」 

  本議案は、地方自治法第２３３条第３項の規定により、令和元年度篠栗町国民健

康保険特別会計歳入歳出決算を監査委員の意見を付けて、議会の認定を求められた

ものであります。 
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  歳入総額２７億７,６５７万４,７１１円、歳出総額２８億６,１０５万８,１５６

円、歳入歳出差引額マイナス８,４４８万３,４４５円。 

  翌年度へ繰越すべき財源はありませんので、実質収支額は、マイナス８,４４８

万３,４４５円。 

  全員出席の決算特別委員会にて審査しておりますので、詳細につきましては、省

略いたします。 

  当委員会において慎重審査の上、採決の結果、全員賛成にて原案のとおり認定い

たしております。 

  以上、報告を終わります。 

○議長（阿部 寛治） ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  質疑なしと認めます。 

  次に、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  ないようですので討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

  本案に対する委員長の報告は、認定です。 

  本案を委員長報告のとおり、決定することに賛成の方は、ご起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（阿部 寛治） 全員賛成と認めます。 

  よって、議案第７６号は、委員長報告のとおり認定されました。 

  日程第１６、議案第７７号「令和元年度篠栗町後期高齢者医療特別会計歳入歳出

決算の認定について」を議題といたします。 

  本案も、決算特別委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 

  栗須委員長。 

○決算特別委員長（栗須 信治） 報告いたします。 

  議案第７７号「令和元年度篠栗町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて」 

  本議案は、地方自治法第２３３条第３項の規定により、令和元年度篠栗町後期高

齢者医療特別会計歳入歳出決算を監査委員の意見を付けて、議会の認定を求められ

たものであります。 

  歳入総額４億２,１６３万２,２７７円、歳出総額４億１,９４８万４,０５９円、

歳入歳出差引額２１４万８,２１８円。 
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翌年度へ繰越すべき財源はありませんので、実質収支額は、２１４万８,２１８

円。 

  全員出席の決算特別委員会にて審査しておりますので、詳細につきましては、省

略いたします。 

  当委員会において慎重審査の上、採決の結果、全員賛成にて原案のとおり認定い

たしております。 

  以上、報告を終わります。 

○議長（阿部 寛治） ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  質疑なしと認めます。 

  次に、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  ないようですので討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

  本案に対する委員長の報告は、認定です。 

  本案を委員長報告のとおり、決定することに賛成の方は、ご起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（阿部 寛治） 全員賛成と認めます。 

  よって、議案第７７号は、委員長報告のとおり認定されました。 

  日程第１７、議案第７８号「令和元年度篠栗町篠栗北地区産業団地整備事業特別

会計歳入歳出決算の認定について」を議題といたします。 

  本案も、決算特別委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 

  栗須委員長。 

○決算特別委員長（栗須 信治） 報告いたします。 

  議案第７８号「令和元年度篠栗町篠栗北地区産業団地整備事業特別会計歳入歳出

決算の認定について」 

  本議案は、地方自治法第２３３条第３項の規定により、令和元年度篠栗町篠栗北

地区産業団地整備事業特別会計歳入歳出決算を監査委員の意見を付けて、議会の認

定を求められたものであります。 

  歳入総額２億７,５０４万３,７７７円、歳出総額４億６３１万２,７６６円、歳

入歳出差引歳入不足額１億３,６０２万９８９円です。 

  翌年度へ繰越すべき財源は、継続費逓次繰越額４７５万２,０００円です。 

  全員出席の決算特別委員会にて審査しておりますので、詳細につきましては、省
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略いたします。 

  当委員会において慎重審査の上、採決の結果、全員賛成にて原案のとおり認定い

たしております。 

  以上、報告を終わります。 

○議長（阿部 寛治） ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  質疑なしと認めます。 

  次に、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  ないようですので討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

  本案に対する委員長の報告は、認定です。 

  本案を委員長報告のとおり、決定することに賛成の方は、ご起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（阿部 寛治） 全員賛成と認めます。 

  よって、議案第７８号は、委員長報告のとおり認定されました。 

  日程第１８、議案第７９号「令和元年度篠栗町流域関連公共下水道事業会計剰余

金の処分及び決算の認定について」を議題といたします。 

  本案も、決算特別委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 

  栗須委員長。 

○決算特別委員長（栗須 信治） 報告いたします。 

  議案第７９号「令和元年度篠栗町流域関連公共下水道事業会計剰余金の処分及び

決算の認定について」 

  本議案は、地方公営企業法第３２条第２項の規定により、令和元年度篠栗町流域

関連公共下水道事業会計決算に伴う剰余金を処分計算書のとおり処分し、併せて同

法第３０条第４項の規定により、令和元年度篠栗町流域関連公共下水道事業会計決

算について、監査委員の意見を付けて、議会の認定を求められたものであります。 

  地方公営企業会計について、下水道事業会計の決算額、収益的収入額９億１,５

１５万５,６６４円、収益的支出額８億５,１３０万７,６３９円、資本的収入額４

億７,７８３万８,９００円、資本的支出額６億６,０８１万４,３７４円であります。 

  全員出席の決算特別委員会にて審査しておりますので、詳細につきましては、省

略いたします。 

  当委員会において慎重審査の上、採決の結果、全員賛成にて原案のとおり認定い
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たしております。 

  以上、報告を終わります。 

○議長（阿部 寛治） ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  質疑なしと認めます。 

  次に、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  ないようですので討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

  本案に対する委員長の報告は、認定です。 

  本案を委員長報告のとおり、決定することに賛成の方は、ご起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（阿部 寛治） 全員賛成と認めます。 

  よって、議案第７９号は、委員長報告のとおり認定されました。 

  日程第１９、議案第８０号「令和元年度篠栗町水道事業会計剰余金の処分及び決

算の認定について」を議題といたします。 

  本案も、決算特別委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 

  栗須委員長。 

○決算特別委員長（栗須 信治） 報告いたします。 

  議案第８０号「令和元年度篠栗町水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定につ

いて」 

  本議案は、地方公営企業法第３２条第２項の規定により、令和元年度篠栗町水道

事業会計決算に伴う剰余金を処分計算書のとおり処分し、併せて同法第３０条第４

項の規定により、令和元年度篠栗町水道事業会計決算について、監査委員の意見を

付けて、議会の認定を求められたものであります。 

  地方公営企業会計について、水道事業会計の決算額、収益的収入額５億６,２３

２万６,９４７円、収益的支出額４億８,９６８万７,８６１円、資本的収入額１億

４４０万円、資本的支出額２億１,３３９万８,９８４円であります。 

  全員出席の決算特別委員会にて審査しておりますので、詳細につきましては、省

略いたします。 

  当委員会において慎重審査の上、採決の結果、全員賛成にて原案のとおり認定い

たしております。 

  以上、報告を終わります。 
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○議長（阿部 寛治） ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  質疑なしと認めます。 

  次に、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  ないようですので討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

  本案に対する委員長の報告は、認定です。 

  本案を委員長報告のとおり、決定することに賛成の方は、ご起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（阿部 寛治） 全員賛成と認めます。 

  よって、議案第８０号は、委員長報告のとおり認定されました。 

  日程第２０、議案第８１号「令和２年度篠栗町一般会計補正予算（第６号）につ

いて」を議題といたします。 

  本案は、予算特別委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 

  古屋委員長。 

○予算特別委員長（古屋 宏治） 報告いたします。 

  議案第８１号「令和２年度篠栗町一般会計補正予算（第６号）について」 

  本議案は、既定の予算総額に歳入歳出それぞれ１億８,０３０万６,０００円を追

加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１３７億３,５６２万１,０００円と

するものです。 

  全員出席の予算特別委員会にて審査しておりますので、詳細につきましては、省

略いたします。 

  当委員会において慎重審査の上、採決の結果、全員賛成にて原案のとおり可決い

たしております。 

  以上、報告を終わります。 

○議長（阿部 寛治） ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  質疑なしと認めます。 

  次に、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  ないようですので討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

  本案に対する委員長の報告は、可決です。 
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  本案を委員長報告のとおり、決定することに賛成の方は、ご起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（阿部 寛治） 全員賛成と認めます。 

  よって、議案第８１号は、委員長報告のとおり可決されました。 

  日程第２１、議案第８２号「令和２年度篠栗町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第２号）について」を議題とします。 

  本案も、予算特別委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 

  古屋委員長。 

○予算特別委員長（古屋 宏治） 報告いたします。 

  議案第８２号「令和２年度篠栗町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）に

ついて」 

  本議案は、既定の予算総額に歳入歳出それぞれ７４１万５,０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４億３,０２７万９,０００円とするもので

す。 

  全員出席の予算特別委員会で審査しておりますので、詳細につきましては、省略

いたします。 

  当委員会において慎重審査の上、採決の結果、全員賛成にて原案のとおり可決い

たしております。 

  以上、報告を終わります。 

○議長（阿部 寛治） ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  質疑なしと認めます。 

  次に、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  ないようですので討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

  本案に対する委員長の報告は、可決です。 

  本案を委員長報告のとおり、決定することに賛成の方は、ご起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（阿部 寛治） 全員賛成と認めます。 

  よって、議案第８２号は、委員長報告のとおり可決されました。 

  日程第２２、議案第８３号「令和２年度篠栗町流域関連公共下水道事業会計補正

予算（第２号）について」を議題といたします。 
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  本案も、予算特別委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 

  古屋委員長。 

○予算特別委員長（古屋 宏治） 報告いたします。 

  議案第８３号「令和２年度篠栗町流域関連公共下水道事業会計補正予算（第２

号）について」 

  本議案は、令和２年度篠栗町流域関連公共下水道事業会計を営業費用の補正によ

り、既決予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額に、収益的支出１１３万

９,０００円を追加し、収益的支出の予定額を８億８,４１５万３,０００円とし、

また受益者負担金の補正により、既決予算第４条に定めた資本的収入及び支出の予

定額に、資本的収入１,２０３万９,０００円を追加し、資本的収入の予定額を４億

９,８２６万円とするものであります。 

  全員出席の予算特別委員会で審査しておりますので、詳細につきましては、省略

いたします。 

  当委員会において慎重審査の上、採決の結果、全員賛成にて原案どおり可決いた

しております。 

  以上、報告を終わります。 

○議長（阿部 寛治） ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  質疑なしと認めます。 

  次に、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  ないようですので討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

  本案に対する委員長の報告は、可決です。 

  本案を委員長報告のとおり、決定することに賛成の方は、ご起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（阿部 寛治） 全員賛成と認めます。 

  よって、議案第８３号は、委員長報告のとおり可決されました。 

  追加日程第１、意見書案第１号「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財

政の急激な悪化に対し地方税財源の確保を求める意見書について」を議題といたし

ます。 

  本案は、議員全員による発議ですので、直ちに採決を行います。 

  お諮りします。 
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  意見書案第１号は、原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（阿部 寛治） 異議なしと認めます。 

  よって、意見書案第１号は、原案のとおり可決されました。 

  日程第２３、「常任委員会の閉会中の継続調査の件」を議題といたします。 

  総務建設、文教厚生、両常任委員長から会議規則第７５条の規定により、タブレ

ットに掲載の申出書のとおり、閉会中の継続調査の申し出があっております。 

  お諮りいたします。 

  総務建設、文教厚生、両常任委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とす

ることに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（阿部 寛治） 異議なしと認めます。 

  よって、総務建設、文教厚生、両常任委員長から申し出のとおり、閉会中の継続

調査とすることに決定いたしました。 

  ここで、招集日に配付しておりました常任委員会の閉会中の調査結果について、

質疑等があればお受けいたします。 

  質疑はありませんか。 

  ないようですので質疑を終わります。 

  次に、お諮りいたします。 

  本会議中、誤読などによる字句、数字等の整理・訂正につきましては、会議規則

第４５条の規定により、議長に委任していただきたいと思いますが、ご異議ありま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（阿部 寛治） 異議なしと認めます。 

  よって、誤読などによる字句、数字等の整理・訂正は、議長に委任していただく

ことに決定いたしました。 

  以上で、本定例会の日程は、全て終了いたしました。 

  ここで、町長何か発言することがありましたら、許可いたします。 

  三浦町長。 

○町長（三浦 正） 距離がありますので、マスクを取らせていただきます。 

  令和２年第３回定例会の閉会にあたりご挨拶申し上げます。 

  長期間にわたるご審議誠にありがとうございました。 
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  人事案件３件、「篠栗町長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の制定につ

いて」をはじめとする条例の制定１１件、財産の処分の変更について１件、令和元

年度一般会計、特別会計の決算の認定について４件、流域関連公共下水道事業及び

水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について２件、専決処分の承認を含め令

和２年度補正予算４件の上程いたしました２５議案について可決・承認いただきま

したことに感謝いたします。 

  本定例会中に、猛烈な台風１０号の接近・上陸が懸念される事態となりました。 

  議会におかれましては、職員の対策本部での徹夜の待機や避難所の迅速な開設等

の諸対応にご配慮いただき、日程変更して９月７日を休会としていただきました。

大変ありがとうございました。９月６日（日曜日）のお昼に開設した各避難所には、

合計で４００人以上の町民の皆さんが避難され一夜を明かされました。台風の規模

が想定ほど大きくなく、町民の皆様や町内に大きな被害も出ずに一安心でございま

した。 

  宮崎県椎葉村での土砂崩れによる４人の行方不明者の捜索が現在も続いている報

道をみるときに、平成２１年に我が町で発生した一ノ滝地区の大規模土砂崩れのこ

とを思い出します。心からお見舞いを申し上げますとともに、早期の救出を願うば

かりでございます。 

  今回の避難所運営は、新型コロナ対策をどう考慮するかについて初めての経験で

ございましたが、職員にとっては貴重な経験となりました。今後は、水害等で長期

間にわたった時などを想定し、机上でのシミュレーションをしっかりとして対応し

て参ります。 

  本定例会において、前年度の総括ともいえる決算認定の議会審議をいただき、誠

にありがとうございました。いただいたご意見を踏まえて、令和２年度当初予算に

盛り込んだ諸施策について、着実に完了するように努力して参ります。 

  また、年度の継続性を重視するなかで、翌年度以降に篠栗町が取り組むべき課題

を検討する時期がもうすぐ参ります。町執行部では、１０月から各課において素案

をまとめ、来年１月までに令和３年度の事業項目案を固めて参ります。 

  毎年申し上げておりますが、議員各位におかれましては、議会の場に限らず、各

課にお立ち寄りいただき、日ごろからお考えの町の課題についてご意見を賜れば有

り難いと存じます。何とぞよろしくお願いいたします。 

  さて、私は、町長という職は４年間の任期が全てと考えております。４年間のな

かで、どう町を動かし、持続可能なまちづくりを進めていくかが常に求められてい
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ると考えております。度々申し上げて参りましたが、まちづくりは数十年単位の先

を見据えたうえで、４年間の持続可能な仕掛けを一つひとつ作り上げていくことこ

そ重要なポイントであろうと考えております。誰が４年間の町政を預かるにしろ、

行政が、住民の皆さんと十分論議して素案をつくり、議会で慎重審議され決定いた

だいた長期ビジョンを実践する納得性の高い仕掛け作りこそ、４年間の任期に任さ

れた大事な「まちづくり」であると考えております。 

  本年１１月に任期が満了するこの４年間は、「第１期篠栗町まち・ひと・しごと

創生総合戦略」の着実な成果をとの思いで臨みました。篠栗北地区産業団地開発に

ついては、昨日議会に対して、これまでの総括のご報告をいたしましたが、諸般の

事情から事業の遅れにより、完成までには至りませんでした。 

  松田議員との一般質問の際にもやり取りを行いましたが、「篠栗北地区産業団地

開発事業」の完成と進出企業の操業開始、その後の篠栗町の新しい産業・観光拠点

としてのまちづくり。 

  あるいは、２０２４年までの「第２期篠栗町まち・ひと・しごと創生総合戦略」

の着実な成果を得るためのしっかりとした道筋をつける。 

  このような課題、即ち、長期ビジョンを実践する納得性の高い持続可能な仕掛け

作りのために、また、篠栗町民の幸せの実現のために、４年間で持続可能な仕掛け

を一つひとつ作り上げていくという新たな思いで、１１月の町長選挙に立候補する

決意でございます。 

  本日午後、正式に出馬表明をマスコミ発表いたします。何とぞよろしくお願いい

たします。 

  最後に、今後とも町職員一丸となって篠栗町の諸課題の解決と自主財源の拡大を

目指して「篠栗町の更なる自立」のために努力して参りますので、議員各位におか

れましては、引続きご指導、ご協力を賜りますようお願い申し上げまして、篠栗町

議会令和２年第３回定例会の閉会の挨拶といたします。長期間のご審議ありがとう

ございました。そして、この４年間どうもありがとうございました。 

○議長（阿部 寛治） 本日の会議を閉じます。 

  これをもちまして、令和２年第３回篠栗町議会定例会を閉会いたします。 

閉会 午前１１時０７分 
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